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2.5  河川整備計画（H19.2 策定）における利水計画 

現行河川整備計画における安威川の利水計画を以下に示す。 

現行河川整備計画では、10 年に 1 度の渇水に対して、河川の維持流量、かんがい用水

等の水利流量、新規開発容量（水道用水）が補給可能となるように、ダムの利水容量を

設定した。 

なお新規容量について、平成 13 年 3 月時点では、大阪府営水道の水源確保量 253 万

m3/日、安威川ダムで 7 万 m3/日の水道用水供給が計画されていたが、平成 17 年 8 月に

大阪府水源計画の見直しが行われ、大阪府営水道の水源確保量 231 万 m3/日、安威川ダム

で 1 万 m3/日に下方修正された。（現在は、平成 21 年 8 月に安威川ダムからの水道撤退

が決定し、現在の利水目的は正常流量（維持流量と水利流量）の確保のみとなっている。） 

 

 

図 2.5.1 水源計画の見直し（大阪府の水源計画の評価について H17.8.31） 

 

 

2.5.1  水文資料の整理 

(1) 河川流況 

ダム地点、千歳橋地点の流況表（昭和 60 年～平成 16 年：20 年間）は以下のとお

りである。 

 

表 2.5.1 河川流況表 

 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 平均 

ダム地点 1.57 0.86 0.56 0.31 1.87 

千歳橋地点 1.99 1.07 0.68 0.31 2.45 

（単位：m3/s） 
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2.5.2  安威川の正常流量について 

(1) 維持流量 

現在の維持流量の設定の手法として体系立てられたものとしては、『正常流量検

討の手引き（案）（国土交通省）（以下「手引き」という。）』がある。この手引き

は基本的な考え方及び設定の手法を示したものであり、具体の河川の検討にあた

っては、特性を考慮し検討を行う必要があるとしている。 

安威川では、この手引きを参考に動植物の生息地又は生育地の状況、漁業、景観、

流水の清潔の保持の４項目について検討を行った。 

 

表 2.5.2(1) 検討項目一覧表 

検討項目 

 

検討の 

必要性 

説 明 

ａ）動植物の生息地又は 

生育地の状況 

○ 安威川には多くの動植物が生息又は生育していることから、

この項目を検討する必要がある。 

ｂ）漁業 ○ 安威川には漁業権が設定されていることから、漁業対象魚種

（アユ）について、検討する必要がある。 

ｃ）景観 ○ 安威川は地域の人々の集い、憩い、水との触れ合いのスペー

スとして整備されていることから、この項目を検討する必要が

ある 

ｄ）流水の清潔の保持 ○ 当該地域において流域下水道の整備が進められており、将来

的に水質基準を満足させる流量を確保する必要がある。よって、

この項目を検討する必要がある。 

ｅ）舟運 × 安威川では舟運の利用がないため、この項目を検討する必要

はない。 

ｆ）塩害の防止 × 最下流の取水地点が、感潮区間よりも充分に上流に位置する

ことから、この項目を検討する必要はない。 

ｇ）河口閉塞の防止 × 安威川は神崎川に合流し、河口部で土砂の堆積による河口の

閉塞は無いため、この項目を検討する必要はない。 

ｈ）河川管理施設の保護 × 河川管理施設がコンクリートまたは石積みであり、水位変動

の影響を受ける構造（木製の施設など）ではないため、この項

目を検討する必要はない。 

ｉ）地下水位の維持等 × 河川流量が地下水位に与える影響はほとんど無いと考えられ

るため、この項目を検討する必要はない。 

ｊ）観光 × ダム下流堤外地には、景勝地など、観光に関するものは無い

ため、検討対象外とする。 

ｋ）人と河川の豊かなふれあい確保 × 河川敷には遊歩道が設けられており、景観および流水の清潔

の保持に関する流量が満足されれば、人と河川の豊かなふれあ

いは確保されると考えられる。 
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表 2.5.2(2)  区間別検討項目一覧表 

 

表 2.5.3 河川区分 

区 分 区間 範 囲 特 徴 

都市を 

流れる 

河川 

Ａ 神崎川合流地点～ 

大正川合流点 

感潮域であり、河川環境の特性及び流量と水深・流速・水質等との

関係が、淡水域と異なる。流れが緩く、モツゴやタイリクバラタナ

ゴなどの緩い流れに生息する魚類がみられる他、汽水性の魚類であ

るボラが確認される。 

水質の環境基準は、類型Ｃに指定されている。 

町を 

流れる 

中河川 

Ｂ 大正川合流点～ 

安威川新橋下流 100m 

地点 

安威川新橋下流は、河川勾配の変化点にあたる。 

この区間は、計画河川勾配がほぼ 1/1500～1/2000 の区間である。

流れが緩く、タモロコやモツゴ、タイリクバラタナゴなどの緩い流

れにみられる魚類が確認される。 

大正川の合流点で水質の環境基準の区分が変化する。大正川合流点

より下流は水質の環境基準がＣ類型に、上流は類型Ｂに指定されて

いる。 

Ｃ 安威川新橋下流 100m 

地点～茨木川合流点 

茨木川（CA=40.0km2）が合流し、河川の流況が変化する。 

Ｃ区間は、計画河川勾配 1/900～1/350 の区間である。タモロコや

モツゴ、タイリクバラタナゴなどの緩い流れにみられる魚類が確認

される他、カワムツ、カワヨシノボリなどの中上流域に良くみられ

る魚類も確認される。 

水質の環境基準は類型Ｂに指定されている。 

里を 

流れる 

中小河川 

Ｄ 茨木川との合流点～ 

長ヶ橋 

河川勾配の変化点であり、Ｄ区間は計画河川勾配がほぼ 1/300 の区

間である。カワムツ、カワヨシノボリなどの中上流域に良くみられ

る魚類が確認されるが、タモロコやタイリクバラタナゴなどの緩い

流れに生息する魚類がみられなくなる。 

水質の環境基準は類型Ｂに指定されている。 

Ｅ 長ヶ橋～ 

桑原橋上流250m地点 

Ｅ区間は河川勾配がほぼ 1/100～1/150 の区間であり流路の湾曲が

急である。カワムツ、カワヨシノボリなどの中上流域に良くみられ

る魚類が確認される。 

長ヶ橋より上流に漁業権が設定されている。 

水質の環境基準は類型Ａに指定されている。 

桑原橋付近下流では、河川改修計画が策定されている。 

山地を 

流れる 

中小河川 

Ｆ 桑原橋上流250m地点

～ 

ダムサイト 

河川勾配がほぼ 1/70～1/100 の区間である。カワムツ、カワヨシノ

ボリなどの中上流域に良くみられる魚類が確認される。 

桑原橋より上流では、川が山地の間を流れているため、耕作地や宅

地の間を流れる下流の区間とは、周辺の地形が異なる。 

水質の環境基準は類型Ａに指定されている。 

桑原橋付近より上流は、河川改修区間が策定されていない区間であ

る。 

 

 

区間  

項目 
A区間 B区間 C区間 D区間 E区間 F区間 

ａ）動植物の生息地 

または生育地の状況 
－ ○ ○ ○ ○ ○ 

ｂ）漁業 － － － － ○ ○ 

ｃ）景観 － ○ ○ ○ － － 

ｄ）流水の清潔の保持 － ○ ○ ○ ○ ○ 
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図 2.5.2 河川区分平面図 
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１）維持流量の設定 

「動植物の生息地又は生息地の状況」、「漁業」、「景観」及び「流水の清潔の保持」

に必要な流量を基に、期別に維持流量を設定する。区間ごとの期別の維持流量一覧を

下表に、維持流量の縦断変化を下図に示す。 

 

表 2.5.4 期別維持流量 

            単位：ｍ３/ｓ 

期間 

区間 

① 

1～2 月 

② 

3 月 

③ 

4 月 

④ 

5～6 月 

⑤ 

7～8 月 

⑥ 

9～11 月 

⑦ 

12 月 

 

Ｆ 0.17 0.17 0.17 0.35 0.35 0.17 0.17 上流 

↑ 

｜ 

｜ 

｜ 

｜ 

↓ 

下流 

Ｅ 0.17 0.17 0.17 0.30 0.30 0.17 0.17 

Ｄ 0.12 0.12 0.12 0.34 0.34 0.12 0.12 

Ｃ 0.20 0.20 0.63 0.63 0.30 0.20 0.20 

Ｂ 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

Ａ - - - - - - - 

＊  ハッチング色は維持流量設定に用いた項目 

■：動植物の保護、漁業、■：景観、■：流水の清潔の保持 

 

 

図-14　維持流量の縦断変化

0.21 0.20

0.12
0.17 0.17

0.63

0.12
0.17 0.17

0.21

0.30
0.34

0.30
0.35

F区間E区間D区間C区間B区間
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

維
持
流
量
(
m

3
/
s
)

1～2月 3月

4月 5～6月

7～8月 9～11月

12月

ダ

ム

地

点

桑

原

橋

地

点

長
ヶ

橋

地

点

西

河

原

橋

地

点

宮

鳥

橋

地

点

茨

木

川

合

流

　

　

　

　

地

点

千

歳

橋

地

点

 

図 2.5.3 維持流量の縦断変化 

  

 



2.流域及び河川の概要について 

2.5 河川整備計画（H19.2策定）における利水計画 

2.5.2 安威川の正常流量について 

 

2-45 

2-45 

 

2）水利流量の設定 

灌漑面積をもとに、水路ロス及び減水深を考慮して、区間毎に必要な水利流量を設定す

る。 

 

表 2.5.5 水利流量 

項  目 値 

灌漑面積 (ha) 84.3 

必要流量 

(m3/s) 

代かき期 (5/1～5/10) 0.458 

灌 漑 期 (5/11～9/30) 0.305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5.4 灌漑区域図 
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3）正常流量の設定 

維持流量、水利流量の双方を満足する流量として、正常流量を以下のように設定する。 

茨木川からの実際の流入量を考慮した効率的な管理を行うため、正常流量値は、「ダム

地点」「千歳橋地点」の 2 地点について設定する。 

ダム地点では、D,E,F 区間(茨木川合流地点より上流)、千歳橋地点では、B,C 区間(茨木

川合流地点より下流)に対する正常流量値を設定する。 

ダム地点、千歳橋地点における期別の正常流量値を下表に示す。 

 

表 2.5.6 期別の正常流量 

単位：ｍ３/ｓ 

地点(管理区間) 

期間 

ダム地点 

(D,E,F 区間) 

千歳橋地点 

(B,C 区間) 

1 1～2 月 非灌漑期 0.170 0.200 

2 3 月 非灌漑期 0.170 0.200 

3 4 月 非灌漑期 0.170 0.630 

4 
5/1～5/10 代かき期 0.753 0.652 

5/11～6/30 灌漑期 0.606 0.645 

5 7～8 月 灌漑期 0.606 0.315 

6 
9 月 灌漑期 0.386 0.215 

10～11 月 非灌漑期 0.170 0.200 

7 12 月 非灌漑期 0.170 0.200 

 ＊ 各支川の 1/10 渇水流量 茨木川：0.09m3/s    大正川：0.05m3/s 

  山田川：0.03m3/s 

 

 

表 2.5.7 安威川の正常流量 

地点名 ダム地点 千歳橋 

必要な流量 

灌漑期(最大) 概ね 0.8 m3/s 概ね 0.7 m3/s 

非灌漑期(最大) 概ね 0.2 m3/s 概ね 0.6 m3/s 
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2.5.3  利水計算 

現行河川整備計画における利水容量の設定に際し、検討期間は水文資料の存在状況を

踏まえ、近年 20 年（昭和 60 年～平成 16 年）とした。 

利水計算モデルは図 2.5.5 に示すように、流入状況や取水状況を反映したものとし、

計算地点は、ダム地点と利水基準点である千歳橋地点の 2 地点とした。 

貯水容量は 10 年に 1 回の渇水に対して、補給すべき流量が補給可能となるように、

必要となる容量の算定をおこなった。今回の検討期間は 20 年であるため、20 年第 2

位の渇水を対象とした。 

上記の計算条件で検討を行った結果、必要容量は 2,400 千 m3となった。 

 

 

図 2.5.5 利水計算モデル 

 

表 2.5.8 ダムの容量配分表 

項目 値 

利水容量 

不特定利水容量（m3） 1,400,000 

新規利水容量（m3） 1,000,000 

合 計（m3） 2,400,000 

安威川ダム 

CA＝52.2km2 

新規利水（水道） 

0.128m3/s（1 万 m3/日） 

ダム地点 

千歳橋地点 CA＝96.9km2 

農水 80.6ha 

最大 0.438m3/s 

維持流量 

最大:0.35m3/s 

残流域 

CA＝44.7km2 

維持流量 

最大:0.63m3/s 
農水 3.7ha 

最大 0.021 m3/s 
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図 2.5.6 ダム容量の計算 



3.検証対象ダムの概要 

3.1 安威川ダムの目的等 
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3.検証対象ダムの概要 

3.1  安威川ダムの目的等 

3.1.1  建設の目的 

(1) 洪水調節 

安威川ダムの建設される地点における計画高水流量 850m3/s のうち、690m3/s の洪

水調節を行う。 

 

(2) 流水の正常な機能の維持 

安威川沿川の既得用水の補給等、流水の正常な機能の維持と増進を図る。 

 

3.1.2  位置及び名称 

(1) 位置 

淀川水系安威川 

左岸 大阪府茨木市大字生保、安威地先 

右岸 大阪府茨木市大字大門寺地先 

 

(2) 名称 

安威川ダム 

 

3.1.3  規模及び形式 

(1) 規模 

堤高 76.5m 

 

(2) 型式 

中央コア型ロックフィルダム 

 

(3) 洪水調節方法 

自然調節方式 

 

3.1.4  貯留量 

(1) 総貯留量 

最高水位は、標高 125.0m とし、総貯留量は 18,000,000m3とする。 

(2) 有効貯留量 

最低水位は、標高 90.2m とし、有効貯留量は、総貯留量のうち標高 125.0m から

標高 90.2m までの有効水深 34.8m に対応する貯留量 16,400,000 m3とする。 
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3.1 安威川ダムの目的等 

 

 

 3-2 

 

3.1.5  取水量及び放流量並びに貯留量の用途別配分 

(1) 洪水調節 

洪水調節を行う場合を除き、水位を標高 99.4m 以下に制限するものとする。洪水

調節は、標高 125.0m から標高 99.4m までの容量 14,000,000m3を利用して行うもの

とする。 

 

(2) 流水の正常な機能の維持 

流水の正常な機能の維持と増進を図るための貯水量は、標高 99.4m から標高

90.2m までの容量 2,400,000m3のうち最大 1,400,000m3とする。 

 

※）新規利水撤退に伴い生じる 1,000,000㎥の取扱いについては、コスト、事業スケジュール、実現性

等の観点から「現計画案」、「ダム規模縮小案」を比較した結果、「現計画案」が優位であるため、有効活

用容量として活用する。（4.5.3 ダム規模の検討 参照） 

 

3.1.6  建設に要する費用 

建設に要する費用の概算額：約 1,314 億円 

 

3.1.7  工期 

昭和 63 年度から平成 30 年度までの予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.1.1 貯水池容量配分図 

 

ダム高 76.5m 

▽ サーチャージ水位 EL.125.0m 

▽ 常時満水位 EL.99.4m 

▽ 最低水位 EL.90.2m 

洪水調節容量 14,000,000m3 

不特定利水容量 2,400,000m3 

流水の正常な機能の維持 1,400,000m3 

有効活用容量      1,000,000m3 

 

堆砂容量 1,600,000m3 

有効貯水容量 

16,400,000m3 

総貯水容量 

18,000,000m3 

▽ 基礎地盤 EL.55.0m 
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表 3.1.1 ダム・貯水池諸元 

項       目 諸          元 

(1) ダム諸元 

位    置 

   

型    式 

堤    高 

堤 頂 長 

堤 体 積 

非越流部標高 

 

左岸 大阪府茨木市大字生保、安威地先 

右岸 大阪府茨木市大字大門寺地先 

中央コア型ロックフィルダム 

76.5m 

337.5m 

2,191,000m3 

EL.131.5m 

(2) 貯 水 池 

集水面積 

湛水面積 

総貯水容量 

有効貯水容量 

常時満水位 

サーチャージ水位 

設計洪水位 

 

52.2km2 

80.7ha 

18,000,000 m3 

16,400,000 m3 

EL.99.4m 

EL.125.0m 

EL.128.9m 

(3) 放流設備 

・洪水吐き 

常用洪水吐き 

 

非常用洪水吐き 

 

計画高水流量 

ダム設計洪水流量 

・低水放流施設 

 

 

オリフィスによる自然調節 

高 3.6m×幅 3.6m×1門 

自由越流堤 

越流幅 71.3m、側水路長 20m 

850m3/s 

1,300m3/s 

低水放流設備：φ300mm 

水位低下設備：φ800mm 
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図 3.1.2 ダム平面図 

 



3.検証対象ダムの概要 

3.1 安威川ダムの目的等 
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図 3.1.3 ダム標準断面図 



3.検証対象ダムの概要 

3.1 安威川ダムの目的等 
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図 3.1.4 ダム上流面図 
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3.2  安威川ダム事業の経緯 

安威川ダム事業の経緯は表 3.2.1 に示すとおりである。 

 

表 3.2.1 事業の経緯 

年月 経緯 

S42.7 北摂豪雨災害 

S46.4 多目的ダムにすることを決定 

S51.4 実調着手 

S62.12 建設採択 

S63.11 大阪府営水道と基本協定締結 

H5. 1 水特法ダム指定 

H6.3 環境アセス準備書提出 

H8.5 環境アセス評価書提出 

H8.6 環境アセス縦覧終了 

H9.12 安威川ダム全体計画認可 

H11.2 大阪府建設事業再評価委員会の審議〔事業継続〕 

H11.3 損失補償基準協定締結（関係５地区) 

H12.4 水特法に基づく水源地域の指定 

H12.9 水源地域整備計画の決定 

H13.3 水特法 12 条負担協定締結（府・市事業） 

H14.5 安威川ダム自然環境保全対策検討委員会発足 

H16.2 大阪府建設事業評価委員会(再再評価)意見具申 

〔条件を付して事業継続〕 

H17.8.8 安威川ダム自然環境保全マスタープラン策定 

H17.8.19 大阪府の水源計画発表 

（安威川ダム７万 m3/日→１万 m3/日） 

H17.12.16 大阪府建設事業評価委員会意見具申（事業継続） 

H18.1.23 大阪府建設事業評価委員会（府の方針） 

H19.2.14 河川整備計画策定 

H19.4.25 安威川ダム全体計画変更認可 

H19.7.30 安威川ダム周辺整備検討委員会設立 

H21.8.14 府民意見等の募集結果を踏まえ「安威川ダム周辺整備基本方針(案)」を策定 

H21.8.31 大阪府戦略本部会議において、利水撤退方針決定。「治水ダムとして継続」 
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3.3  安威川ダム事業の現在の進捗状況 

安威川ダム事業の進捗状況を表 3.3.1～表 3.3.3 に示す。 

総事業費は、平成 22 年度末で約 65%が執行済みである。 

用地買収の進捗率は 99％であり、事業予定地内の家屋移転も完了している。 

付替道路の整備は平成 22 年 9 月に完了し、供用開始している。 

 

表 3.3.1 予算執行状況 

 全 体  H22 年度末 

予 算（億円） １，３１４ 
８５８ 

（６５％） 

 

表 3.3.2 用地買収 

 全 体  H22 年度末 

面 積（ｈａ） １４２ 
１４１ 

（９９％） 

 

表 3.3.3 付替道路 

 全 体  H22 年度末 

延 長（ｋｍ） ５．４ 
５．４ 

（１００％） 

参：H22 年 9 月末に供用開始 
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4.1.1 総事業費 
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4.安威川ダム検証に係る検討の内容 

4.1  検証対象ダム事業等の点検 

   安威川ダムの現行計画における事業費、治水計画、利水計画、堆砂計画、費用対効

果について、確認、検証を行った。 

 

4.1.1  総事業費 

安威川ダムの総事業費について、これまでの執行済み額と、平成 22 年度末時点の残

事業費の確認を行った。 

その結果、残事業費は約 512 億円となり、現計画内であり妥当であると判断してい

る。 

なお、検証作業は平成 22 年度に開始しており、以降の検討では平成 21 年度末時点

の残事業費 528億円（平成 17年の利水計画変更に伴う追加費用<利水者負担分>14億円

を含む）を使用した。 

 

表 4.1.1 事業費内訳 
（単位：千円） 

 
※別途、平成 17 年の利水計画変更に伴う追加費用<利水者負担分>56 億円あり（平成 22 年度以降 14 億円） 

 

費目 
総事業費                                                                                                            

① 
平成 21 年度迄                                                                                                       
実績額 ② 

平成 22 年度以降 

残事業費 
(③=①-②) 

残事業費                                                                                                                                      
点検結果 ③' 

増減                                                                                                                   
③'-③ 

備 考 

建設費 130,289,000 79,104,319 51,184,681 51,045,639 -139,042   

 工事費 44,588,000 1,315,739 43,272,261 37,360,433 -5,911,828   

  ダム費 37,114,000 1,315,739 35,798,261 32,432,272 -3,365,989   

  管理設備費 1,334,000 0 1,334,000 1,426,868 92,868   

  仮設備費 5,866,000 0 5,866,000 3,172,684 -2,693,316   

  工事用電力費 274,000 0 274,000 328,608 54,608   

 測量及び試験費 8,716,000 7,875,026 840,974 1,327,048 486,074   

 用地及び補償費 76,446,000 69,546,939 6,899,061 12,185,773 5,286,712   

 機械器具費 20,000 16,429 3,571 3,571 0   

 営繕費 519,000 350,186 168,814 168,814 0   

事務費 1,111,000 935,900 175,100 175,100 0   

合  計 131,400,000 80,040,219 51,359,781 51,220,739 -139,042   
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4.1.2  治水計画 

治水計画の検証は、計画規模の検証を行ったのち、近年の雨量データを追加すること

により行う。現行計画（河川整備計画 H19.2 月策定）では、目標とする雨量は明治 34

年～平成 14 年の 102 年分のデータから設定していたが、ここでは、平成 15 年～平成

20 年の 6 ヶ年のデータを追加し、検証を行った。 

 

 
図 4.1.1 検討フロー 

１．計画規模の設定 

   H19 整備計画：100 年に一度発生する程度の降雨 

   今回の検証：大阪府の「今後の治水対策の進め方」に基づき、事業効率等により決定。 

２．目標とする雨量の設定 

   H19 整備計画：247mm/日、M34～H14 

   今回の検証：平成 15 年～平成 20 年の 6 ヵ年のデータを追加 

３．計画降雨波形（群）の設定 

   H19 整備計画：モデル降雨を含む 23 降雨、M34～H14 

   今回の検証：平成 15 年～平成 20 年の 6 ヵ年のデータを追加 

 

４．基本とする高水の設定 

   H19 整備計画：相川基準点で 1,850m3/s 

   今回の検証：平成 15 年～平成 20 年の 6 ヵ年のデータを追加 
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(1) 計画規模の検証 

計画規模は下図に示す図 4.1.2 を用いて検証を行った。地先の危険度の把握にあた

り、氾濫解析結果を用いて現況河道・1/30 対策後・1/100 対策後の危険度Ⅰ～Ⅲそ

れぞれの被害面積、被害人口、被害額を算出した。 

 

 

 
 

図 4.1.2 計画規模の検証フロー 

確率規模 1/10 対策の実施を想定 

危険度※)Ⅲ，Ⅱが発生しない 

現況河道 

（確率規模 1/10 流下能力の確認） 

確率規模 1/10 対策完成後での時間雨量 1/30、

1/100 程度の降雨による危険度Ⅲ，Ⅱの有無を把握 

危険度Ⅲ，Ⅱが発生する 

当面の治水目標を 1/30 

（65mm/h 程度）への対応とする 

当面の治水目標を 1/10 

（50mm/h 程度）への対応とする 

当面の治水目標を 1/100 

（80mm/h 程度）への対応とする 

事業効率等により治水目標を選択 

1/10 流下能力なし 

1/10 流下能力あり 

※ ：危険度Ⅲ：木造家屋が流出するなどの壊滅的な被害が発生すると想定される 

       （浸水深 3.0m 以上、または家屋流出係数 2.5m3/s2以上） 
危険度Ⅱ：床上浸水が発生すると想定される（浸水深 0.5m 以上） 
危険度Ⅰ：床下浸水が発生すると想定される（浸水深 0.5m 未満） 

 
家屋流出係数は（氾濫水の流速）2×（水深）で表され、2.5m3/s2以上で木造家屋が流出する危険性があるとされています 
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(2) 1/10 対策完成後の被害の把握

安威川では、確率規模 1/10 への対応は概成しており、現況河道での 1/30(65mm/h 程

度)、1/100(80mm/h 程度)の降雨が発生した場合に被害が発生するかを確認した。

氾濫解析を行った結果、図 4.1.4 に示すとおり、危険度Ⅲ及びⅡが広範囲にわたって

発生するため、次に治水目標を 1/30 もしくは 1/100 のどちらにするか、事業効率等の

算定を行った。

図 4.1.4(1) 現況河道に 1/30（65mm/h 程度）の降雨が発生した場合の氾濫解析結果

図 4.1.4(2) 現況河道に 1/100（80mm/h 程度）の降雨が発生した場合の氾濫解析結果

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

○ 破堤地点×

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

○ 破堤地点×
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危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

7.33k㎡ 5.23k㎡ 0.26k㎡

66471人 42302人 1148人

（11259人） （7131人） （187人）

113053.1百万円 302063.3百万円 33609.1百万円

10.09k㎡ 10.03k㎡ 0.42k㎡

87809人 83603人 1991人

（13799人） （14380人） （322人）

152576.3百万円 590738.4百万円 56896.4百万円

9.85k㎡ 13.94k㎡ 0.50k㎡

85968人 111312人 2566人

（13369人） （18978人） （423人）

152304.1百万円 802748.4百万円 72287.0百万円

床下浸水
床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害

（木造家屋が流出）
（建物の１階相当が水没）

50ミリ程度

65ミリ程度

90ミリ程度

80ミリ程度

 上段：被害面積 

中段：被害人口 

（高齢者人口） 

下段：被害額（人的被害は除く） 
 

図 4.1.4(3) 現況河道での被害想定 

 

 

(3) 治水目標の設定 

1/30 対策および 1/100 対策完成後を想定した氾濫解析を行い、事業効率などによ

り計画規模の設定を行った。事業効率は「Ｂ－Ｃ（純現在価値）」「EIRR（経済的内

部収益率；便益の現在価値が費用の現在価値と等しくなるような割引率で、投資に

よって得られる利益率に相当）」を用いて比較検討を行った。1/30 対策完成後に

1/100・1/200 の降雨が発生した場合、1/100 対策完成後に 1/200 の降雨が発生した

場合の氾濫解析結果および被害想定を図 4.1.5(1)～(5)に示す。 

 

 
図 4.1.5(1) 1/30 対策後に 1/100（80mm/h程度）の降雨が発生した場合の氾濫解析結果 
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図 4.1.5(2) 1/30 対策後に 1/200（90mm/h 程度）の降雨が発生した場合の氾濫解析結果 

 

 

 

 
図 4.1.5(3) 1/100 対策後に 1/200（90mm/h 程度）の降雨が発生した場合の氾濫解析結果 
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危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

6.63k㎡ 3.78k㎡ 0.02k㎡

56,718人 34,307人 330人

（9,843人） （6,211人） 38人

89,864.4百万円 200,950.6百万円 2,447.5百万円

6.75k㎡ 5.50k㎡ 0.02k㎡

53,156人 51,936人 330人

（9,007人） （9,376人） 38人

88,393.9百万円 294,675.3百万円 3,442.9百万円

床下浸水
床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害
（木造家屋が流出）

（建物の１階相当が水没）

-50ミリ程度

65ミリ程度

- -

- - -

90ミリ程度

80ミリ程度

 上段：被害面積 

中段：被害人口 

（高齢者人口） 

下段：被害額（人的被害は除く） 
 

図 4.1.5(4) 1/30 対策後の被害想定 

 
危険度Ⅰ 危険度Ⅱ 危険度Ⅲ

7.00km
2

4.76km
2

0.02km
2

57,222人 45,257人 330人

（9,624人） （8,330人） （38人）

93,513.0百万円 256,338.4百万円 2,447.5百万円

床下浸水
床上浸水
（0.5m以上）

壊滅的な被害

（木造家屋が流出）
（建物の１階相当が水没）

65ミリ程度

50ミリ程度 -

80ミリ程度

90ミリ程度

- -

- - -

- - -

 上段：被害面積 

中段：被害人口 

（高齢者人口） 

下段：被害額（人的被害は除く） 
 

図 4.1.5 (5) 1/100 対策後の被害想定 

 

このときの B-C、EIRR は以下のようになり、1/100 対策のほうが有利であるため、

計画規模は 1/100 とする。 

表 4.1.2 対策後の B-C と EIRR 

治水目標 
現況⇒ 
1/30（65mm/h程度）への対応 

現況⇒ 
1/100（80mm/h程度）への対応 

 残事業費 残事業費 
B ５，１３２億円 ６，０６５億円 
C ４１５億円 ４９２億円 
B-C ４，７１７億円 ５，５７３億円 
EIRR ２８．１％ ３０．６％ 

※ここでの B の算出方法は、治水経済調査マニュアルではなく、大阪府独自の手法を用いている。
河道に対して計画規模の降雨が発生した場合を想定し、破堤条件に達した地点は全て破堤す
るものとしてシミュレーションを行った結果である。 

※コストについては、治水経済調査マニュアルに基づき、完成までに要する建設費、完成後５０年
の維持管理費について、それぞれ割引率４％により現在価値化した合計額。 
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(4) 計画雨量の検証 

H15～H20 の雨量データを追加して計画雨量を再算定したところ、現行計画（相

川：247mm/日）は今回算定した代表的な確率解析結果と比較しても中間値程度に収

まっており、247mm/日は妥当であることが確認された。 

 

 

 
 

表 4.1.3  相川地点の年最大日雨量 
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図 4.1.6 計画雨量の検証 

 

 

 

(5) 計画降雨波形（群）の検証 

現行計画では引き伸ばし率が 2 倍を超えない降雨波形を計画降雨波形としている

ため、追加分のデータ（平成 15 年～平成 20 年）で引き伸ばし率が 2 倍以下のもの

があるか確認を行った。 

その結果、平成 15 年～平成 20 年の降雨は引き伸ばし率が 2 倍以下になるものは

なく、追加となる実績降雨波形はなかった。 

 

(6) 基本とする高水の設定 

近年のデータを追加して、日雨量、計画降雨波形(群)を確認したところ、変更がな

かったため、基本高水流量についても現行計画どおりで妥当となった。 

 
 

 

231～257 mm/日 

 

257 

231 

現行計画の 1/100確率雨量：247mm/日 

200

220

240

260

280

300

グンベル分布 SQRT-ET分布 GEV分布 対数ピアソンIII型 岩井法

1
/
1
0
0
年
確
率
雨
量
(m
m
/
日
)

赤字：前回データ 

261 

234 

 相川基準点 確率解析結果（M34～H20） 

確率年 グンベル分布 SQRT-ET GEV 分布 
対数ピアソン 

III 型分布 
岩井法 

100 年 231 257 244 232 236 

単位：mm/日 ※SQRT-ET：平方根指数型最大値分布 GEV分布：一般化極値分布 

整備計画策定時 
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4.1.3  利水計画 

(1) 維持流量の検証 

利水計画の検証は、近年の流況データを追加することにより行った。現行計画（河川

整備計画 H19.2 策定）では、利水計画は昭和 60 年～平成 16 年の 20 年分のデータか

ら設定されていた。ここでは近年のデータを追加し、昭和 54 年～平成 20 年の 30 年分

のデータを用いて、現行計画で設定された利水計画の妥当性について、検証を行った。 

 

 
図 4.1.7 検討フロー 

 

１．水文資料の収集・整理 

   H19 整備計画：近年 20 年間（S60～H16）で検討 

   今回の検証：近年 30 年間（S54～H20）のデータで検証 

２．河川利用状況と必要流量の把握 

１）維持流量 

   H19 整備計画：正常流量検討の手引きを参考に、維持流量を検討 

   今回の検証：河川の状況に変化がないと判断し、H19整備計画を踏襲 

 

２）水利流量 

   H19 整備計画：水利用実態として河川からの取水量を把握（灌漑面積の把握） 

   今回の検証：近年のデータにより灌漑面積の検証 

３．基準点の設定 

   H19 整備計画：ダム地点、千歳橋地点 

   今回の検証：河川の状況が変わっていないことから、H19 整備計画を踏襲 

４．正常流量の設定 

   H19 整備計画：各基準点について、正常流量を設定 

   今回の検証：維持流量、水利流量の検証結果を受けて、検証 

５．水道補給量の設定 

   H19 整備計画：ダム地点で日量 1 万 m3を供給 

   今回の検証：利水撤退 

６．貯水池使用計画の策定 

   H19 整備計画：10 年に 1 回程度の渇水に対して正常流量が確保できるように必要流量を設定 

   今回の検証：不特定利水容量について、30 年間のデータにより検証 
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① 現在の安威川の流況 

近年の流量データを追加した流況は表 4.1.4 のとおりである。表より、流況に大き

な変化は見られないことが確認できる。 

 

表 4.1.4 千歳橋の流況（昭和 54 年～平成 20 年（30 ヵ年）の平均値） 

 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量 最小流量 1/10 渇水流量 

千歳橋 
1.93 

（1.99） 
1.03 

（1.07） 
0.65 

（0.68） 
0.27 

（0.31） 
0.16 

（0.18） 
0.02 

（0.11） 

（ ）内は現行計画時（S60～H16 の 20 ヵ年の平均値） 

 

項目別必要流量および流況に変更がないため、維持流量は現行計画の値を踏襲する

ものとした。 

 

(2) 水利流量（農業用水）の検証 

安威川ダムの不特定かんがいの補給対象面積の精査を行った。整備計画委員会時は

1/2,500 地形図（H13）により図上計測、今回は航空写真（H19）により図上計測を

行った。その結果、整備計画では約 85ha、今回の精査では約 82ha と、大きな変化

は見られなかった。（図 4.1.8 参照） 
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図 4.1.8 整備委員会時と今回の灌漑面積の比較 

0.6 

0.4 

 

安 

威 

川 

茨 

木 

川 

千歳橋 

平成 17年河川整備計画委員会時 
【1/2,500地形図（H13年）より図上計測】 

今回精査後 
【航空写真（H19年）より図上計測】 

平成17年河
川整備計画

今回見直し 減少分

奥垣内井堰 1.5 1.4 0.1

向初田井堰 5.9 5.5 0.4

中島井堰 3.1 3.1 0.0

下初田排水機場 0.6 0.6 0.0

安威川揚水 14.3 14.3 0.0

一の井堰 17.1 17.0 0.1

五社井堰 9.1 8.9 0.2

河原井堰 16.0 16.0 0.0

梅ヶ枝井堰 8.2 7.9 0.3

富田樋 4.8 4.2 0.5

防竜井堰 2.1 1.7 0.5

天役樋 0.6 0.1 0.5

鮎川樋 1.0 0.9 0.1

84.2 81.6 2.5

井堰名 凡例

計

灌漑面積(ha)
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平成17年河
川整備計画

今回見直し 減少分

奥垣内井堰 1.5 1.4 0.1

向初田井堰 5.9 5.5 0.4

中島井堰 3.1 3.1 0.0

下初田排水機場 0.6 0.6 0.0

安威川揚水 14.3 14.3 0.0
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梅ヶ枝井堰 8.2 7.9 0.3

富田樋 4.8 4.2 0.5

防竜井堰 2.1 1.7 0.5

天役樋 0.6 0.1 0.5

鮎川樋 1.0 0.9 0.1

84.2 81.6 2.5

井堰名 凡例

計

灌漑面積(ha)
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下初田排水機場 0.6 0.6 0.0

安威川揚水 14.3 14.3 0.0
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(3) 不特定利水容量の検証 

現行計画では、10 年に１回程度（20 年第 2 位）の渇水に対して、正常流量を確保

できるように、必要流量を算定している。今回は、近年のデータを追加し、30 年分

のデータ（S54～H20）を用いて 30 年第 3 位の容量について検証を行った。 

その結果、現行計画の 20 年第 2 位が、今回 30 年第 3 位になったため、不特定利

水容量に変更はなかった。 

 

表 4.1.5 現行計画策定時の容量 

 
 

表 4.1.6 今回の検証による容量 

 
※不特定利水容量は、図 2.5.5の利水計算モデルに示すとおり、流入状況や取水状況を反映した

利水計算により、10年に 1回（30年第 3位）の渇水において、利水基準点であるダム地点、千

歳橋地点の 2地点で確保流量が補給可能となる必要容量を算定したものである。 

生起年月日 容量(m3) 生起年月日 容量(m3)

1 H17.6.30 2,349,129 16 H18.8.31 354,499

2 H6.9.15 1,997,480 17 S60.9.10 337,910

3 H12.9.8 1,459,209 18 S62.9.9 312,509

4 S57.7.10 920,592 19 H5.6.8 233,539

5 H2.8.28 826,503 20 S59.8.21 222,480

6 H14.8.27 811,037 21 H3.8.29 182,563

7 H11.5.23 804,298 22 H7.8.29 159,494

8 S54.6.26 754,877 23 S61.6.16 138,758

9 S63.9.23 749,779 24 H4.6.6 127,526

10 S58.6.11 624,499 25 H9.6.19 118,886

11 H13.8.11 599,443 26 H20.8.22 70,157

12 S56.9.3 562,119 27 H10.9.15 62,813

13 H19.5.5 503,366 28 H15.6.12 60,048

14 H8.6.8 437,184 29 S64.1.7 13,824

15 H16.8.1 363,658 30 - 0

不特定利水容量
渇水
順位

不特定利水容量
渇水
順位

生起年月日 容量(m3) 生起年月日 容量(m3) 生起年月日 容量(m3)

1 H6.9.15 2,726,698 H6.9.15 1,997,480 H6.11.2 1,260,061

2 H12.9.10 2,388,442 H12.9.8 1,459,209 H1.1.19 1,104,796

3 H14.9.27 1,388,103 H2.8.28 826,503 H12.9.11 958,868

4 H2.9.4 1,329,869 H14.8.27 811,037 H14.10.6 818,381

5 S63.9.23 1,318,378 H11.5.23 804,298 H2.9.12 604,972

6 H11.5.23 1,014,941 S63.9.23 749,779 H3.9.13 378,778

7 H13.8.20 918,864 H13.8.11 599,443 S62.9.10 376,877

8 S62.9.9 678,326 H8.6.8 437,184 H16.8.14 359,510

9 H16.8.2 625,363 H16.8.1 363,658 S63.3.11 353,030

10 H8.6.8 598,406 S60.9.10 337,910 H13.8.20 348,883

11 S60.9.10 551,491 S62.9.9 312,509 H8.5.21 275,270

12 H5.6.8 409,795 H5.6.8 233,539 S61.9.16 262,570

13 H3.9.12 399,686 H3.8.29 182,563 S60.6.21 255,226

14 H7.8.29 358,560 H7.8.29 159,494 H11.5.26 243,821

15 S61.9.16 308,880 S61.6.16 138,758 H5.6.13 231,552

16 H4.8.8 213,408 H4.6.6 127,526 H7.8.30 210,125

17 H9.6.19 213,149 H9.6.19 118,886 H4.8.8 148,262

18 H10.9.18 162,691 H10.9.15 62,813 H10.9.20 132,710

19 H15.6.12 116,208 H15.6.12 60,048 H9.6.19 94,263

20 H1.6.13 11,578 S64.1.7 13,824 H15.5.30 69,120

不特定利水 新規利水渇水
順位

全利水

 S55 



4
.安
威
川
ダ
ム
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容

 

4
.1

 
検
証
対
象
ダ
ム
事
業
等
の
点
検

 

4
.1

.3
 
利
水
計
画

 

 

 

4-15 

 
図 4.1.9 ダム容量の計算結果 
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4.1.4  堆砂計画 

堆砂計画については、既往検討で設定されている比堆砂量（300 m3/km2/年）につい

て、文献や類似ダムの実績堆砂量から推定される比堆砂量を算定することにより妥当

性の検証を行った。 

 

Ⅰ.既往検討による計画堆砂量 

現計画における堆砂量は、表 4.1.7 に示すように、①近傍ダム実績、②田中の方法、③

調査資料の統計的処理の 3 手法を総合的に判断し、計画比堆砂量を 300m3/km2/年として

いる。 

また、計画堆砂量は、100 年堆砂量として 1,600,000m3としている。 

 

300m3/km2/年×流域面積 52.2km2×100 年間＝1,566,000≒1,600,000m3 

 

表 4.1.7 比堆砂量既往検討結果 

種 別 
比堆砂量 

(m3/km2/年) 

近傍ダム実績 
125～342 

(平均 245) 

田中の方法 
Ｃ郡 219±69 

Ｅ郡 75±51 

調査資料の 

統計的処理 

自然山地 
200 

(189～199) 
300 

採石場 
100 

(30～94) 

 

 

 

Ⅱ.計画堆砂量の点検結果 

以下の 3 手法による比堆砂量の推定結果より、安威川ダムの計画比堆砂量は現計画の

300m3/km2/年が妥当であると考えられる。 

従って、安威川ダムの計画堆砂容量は 100 年間の堆砂量を見込み、1,600,000m3とする。 

 

表 4.1.8 比堆砂量点検結果 

検討項目 比堆砂量（m3/km2/年） 

1.文献による比堆砂量 

田中の方法 
C群；153～291 

E群；29～131 

大阪近圏の平均比堆砂量 
兵庫県；272 

京都府；151 

淀川水系の比堆砂量 214 

2.類似ダムの堆砂影響因子に基づく比堆砂量 195～334 

3.最も類似した一庫ダムの比堆砂量 253 

 

計画堆砂容量 

  300m3/km2/年×流域面積 52.2km2×100 年間＝1,566,000≒1,600,000m3 
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Ⅱ-1 文献による比堆砂 

(1) 田中の方法 

① 地形因子 

ダム地点より上流の集水区域を 16km2 の単位面積に分割して起伏度・高度によ

り地貌係数を算出する。 

 

 
 
 

② 地質の区別（近畿地方） 

深成岩、半深成岩及び変成岩種よりなる流域 Ｃ群 

古期堆積岩類、古生層よりなる流域  Ｅ群 

Ｃ群 Ｙ＝4.5×Ｘ＋150±69＝153～291 m3/km2/年 

Ｅ群 Ｙ＝9.9×Ｘ－77±51＝29～131 m3/km2/年 

 

 

(2) 比堆砂量の都道府県別分布 

図 4.1.10 に示す比堆砂量の都道府県別分布より、大阪府隣接の兵庫県は 272 

m3/km2/年、京都府は 151 m3/km2/年となる。（大阪府の記載はない） 

 

 
土地改良事業計画設計基準設計「ダム」基準所 平成 15 年 農林水産省農村振興局 

図 4.1.10 平均比堆砂量の都道府県別分布 

 

分割No. 最高点 最低点 起伏量 高度
1 680 122 558 401.0
2 511 29 482 270.0
3 619 264 355 441.5
4 559 168 391 363.5
5 678 179 499 428.5
6 536 238 298 387.0
7 520 99 421 309.5

平均 429.1 371.6

地貌係数Ⅹ； 

 429.1/100×371.6/100＝15.9 
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(3) 水系別比堆砂量

水系別比堆砂量は表 4.1.9 に示すとおりである。安威川は、淀川水系に該当し、デ

ータ数は少ないものの平均比堆砂量は、214 m3/km2/年となっている。

表 4.1.9 水系別比堆砂量（m3/km2/年）

(出典：土地改良事業計画基準設計［ダム］基準書 平成 15 年 農林水産省農村振興局)
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Ⅱ-2 類似ダムの堆砂影響因子に基づく比堆砂量 

近畿圏の既設ダムについて、流域地質が安威川ダムに類似すると想定され、かつ貯

水池運用において安威川ダムと同様に洪水調節機能を有するダムを選定した。 

選定したダムは安威川ダムを含め以下の８ダムとした。 

 

1)安威川ダム 2)一庫ダム 3)笹生川ダム 4)広野ダム 

5)石田川ダム 6)大野ダム 7)箕面川ダム 8)日吉ダム 

 

なお、実績比堆砂量の推定においては、0 及びマイナス値が実績堆砂量に大きく影

響を与えていると考えられる大野ダム、箕面川ダム、日吉ダムについては、評価対

象外とした。 

 

実績比堆砂量は、貯水池の回転率による土砂の捕捉率（Brune 曲線）を考慮して決

定した。 

補足率を考慮した比堆砂量を表 4.1.10に、Brune 曲線を図 4.1.11(1)～(2)に示す。 

捕捉率を考慮した堆砂量は次式により算出する。 

捕捉率を考慮した堆砂量 ＝ 堆砂量× 
安威川ダムの捕捉率 

対象ダムの捕捉率 

 

表 4.1.10 捕捉率を考慮した比堆砂量 

 安威川ダム 一庫ダム 笹生川ダム 広野ダム 石田川ダム 大野ダム 箕面川ダム 日吉ダム 

実績比堆砂量（m3/km2/年）  277.6 527.5 541.3 345.8 182.3 420.6 41.4 

回 転 率 14.5 4.2 3.6 13.0 36.2 25.3 12.0 8.2 

貯水容量/ 
平均年間総流入量※1） 

0.069 0.238 0.278 0.077 0.028 0.040 0.083 0.122 

捕 捉 率（％） 90 99 100 91 79 83 93 96 

安威川ダムの捕捉率/ 
対象ダムの捕捉率 

－ 0.91 0.90 0.99 1.14 1.08 0.97 0.94 

実績比堆砂量<換算値>※2） 
（m3/km2/年） 

－ 253 475 536 394 (197) (408) (39) 

※1) 1/回転率 
※2) 捕捉率を考慮した堆砂量 

 

表中の(  )は、参考値として「評価対象外」とする。 
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図 4.1.11(1) 安威川ダムの捕捉率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.11(2) 類似ダムの捕捉率 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1.11 (2) 類似ダムの捕捉率 
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補足率を考慮した実績比堆砂量と堆砂影響因子（比崩壊地面積、平均年間降雨量、

平均最大日雨量、平均最大 2 日雨量、平均年間総流入量、傾斜度、起伏度、貯水池

回転率）との関係を整理した結果、比崩壊地面積、平均年間総雨量、傾斜度、起伏

度に相関の高い関係が得られた。（図 4.1.12 (1)～(4)参照） 

 

この推定式より安威川ダムの比堆砂量を求めた。堆砂影響因子から推定した安威川

ダムの比堆砂量は、 

①  比崩壊地面積の関係より ：Y=0.119x＋296.42＝334m3/km2/年 

②  平均年間総雨量の関係より：Y=0.220x－68.86＝269m3/km2/年 

③  傾斜度の関係より    ：Y=20.158x－122.94＝254m3/km2/年 

④  起伏度の関係より    ：Y=153.900x－122.95＝195m3/km2/年 となる。 
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図 4.1.12 (3) 実績比堆砂量と傾斜度との相関 図 4.1.12(4) 実績比堆砂量と起伏度との相関 

図 4.1.12 (2) 実績比堆砂量と平均年間総雨量との相関 
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Ⅱ-3 最も類似した一庫ダムの比堆砂量  

一庫ダムは安威川ダムの極近傍に位置し、地質構成は、ジュラ紀堆積岩類と安威

川ダムと比較的良く類似する。流域の地形及び気象条件も酷似しており、選定した

７つのダムのうち最も安威川ダムと似ていると考えられる。 

    なお、箕面川ダムについても、安威川ダム近傍に位置し、流域地質、流域地形、

気象条件共に類似していると考えられるが、流域の規模や比崩壊地面積については、

一庫ダムの方がより安威川ダムと類似していることから、一庫ダムを最も類似して

いるダムとして選定した。捕捉率を考慮した一庫ダムの比堆砂量は以下のとおりで

ある。 

       一庫ダムの実績比堆砂量 ： 253m3/km2/年 
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4.1.5  費用対効果の検討 

安威川ダム建設事業の費用対効果の検討は、「治水経済調査マニュアル(案) 平成 17

年 4 月」に基づいて行った。 

 

最新のデータを用いて検討を行った結果、B/C＝17.53 となった。 

 

総便益（B）：718,784（百万円） 

①治水施設の整備に伴う便益： 684,135（百万円） 

②残存価値：                    6,397（百万円） 

③不特定利水容量分の便益：     28,252（百万円） 

 

総費用（C）：41,012（百万円） 

①建設費：    38,846（百万円） 

②維持管理費： 2,166（百万円） 

 

費用対効果（B/C）：17.53 

Ｂ／Ｃ＝718,784／41,012 ＝ 17.53 
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4.2  複数の治水対策案の立案・抽出 

4.2.1  治水対策案の立案 

ダム及びダム以外の方法による治水対策案（27 案）の一覧表を以下に示す。 

 

表 4.2.1 治水対策案一覧表 
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以降、検討は図 4.2.1 のフローに沿って行う。 

 

 

図 4.2.1 検討フロー 

 

まず、安威川の氾濫シミュレーションを行い、氾濫特性の把握を行った。 

氾濫解析結果は図 4.2.2 に示すとおりである。a）は、現況河道に対して計画規模（確

率規模 1/100、日雨量 247mm 相当）の降雨が発生した場合を想定し、上流から流れる洪

水により破堤条件に達した地点はすべて破堤するものとし、破堤地点で氾濫による流量

減も考慮するものとして、シミュレーションを行った結果である。b）は、a）の破堤箇

所が破堤しないように改修した後、計画規模の降雨が発生した場合を想定したものであ

る。c）は、a）と b）の破堤箇所が破堤しないように改修した後、計画規模の降雨が発生

した場合を想定したものである。その結果、安威川では破堤箇所を局所的に改修しても、

他の箇所で破堤が続くため、局所的な対策ではなく、一連の区間での対策が必要である。 

 

図からわかる安威川の氾濫特性は以下のとおりである。 

 

○ 全川にわたって流下能力が不足しており、かつ築堤河道であるため、ほぼ全ての区

間で破堤の可能性があり、氾濫流量が膨大。 

○ 安威川流域の地形は流下方向に向かって低くなっているため、上流で氾濫した水が

下流へ広がる。 

○ 盛土等があると、氾濫水がせきとめられて浸水深が大きくなる。

治
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治
水
手
法
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と
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○ そもそも存在しない等、安威川流域で対象と
ならない対策は対象外

○ 実現性、持続性等から安威川流域での適用が困難な
ものは対象外

○ 実現性はあるが、その効果を定量評価できないもの
等は、減災対策として実施を検討

○ 安威川の氾濫特性を勘案して、治水手法を選定

○ 絞りこんだ治水手法について比較

２．各対策の概要

４．治水手法の検討
①治水手法の選定

②治水手法の比較

５．安威川流域における減災対策

３．各対策の可能性評価
（安威川流域における適用の可能性を評価）

１．安威川の氾濫特性
 

1．安威川の氾濫特性 

2．各対策の概要 

3．各対策の可能性評価 

（安威川流域における適用の可能性を評価） 

4．治水手法の検討 

① 治水手法の選定 

② 治水手法の比較 

 

5．安威川流域における減災対策 
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○ そもそも存在しない等、安威川流域で対象と
ならない対策は対象外

○ 実現性、持続性等から安威川流域での適用が困難な
ものは対象外

○ 実現性はあるが、その効果を定量評価できないもの
等は、減災対策として実施を検討

○ 安威川の氾濫特性を勘案して、治水手法を選定

○ 絞りこんだ治水手法について比較

２．各対策の概要

４．治水手法の検討
①治水手法の選定

②治水手法の比較

５．安威川流域における減災対策

３．各対策の可能性評価
（安威川流域における適用の可能性を評価）

１．安威川の氾濫特性

 

（詳細は 4.2.2） 

（詳細は 4.2.3） 

（詳細は 4.3） 
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図 4.2.2 氾濫解析結果（危険度分布図）
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4.2.2  治水対策案の抽出 

4.2 で立案した治水対策案について、そもそも存在しない等、安威川流域では対象と

ならない手法は、表 4.2.2 の 5 案である。 

 

表 4.2.2 対象外の治水対策案とその理由 

 
治水手法 概 要 等 安威川での適用 

1 ダム 河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造された構造物  

2 ダムの有効活用（再開発） 既設ダムの改良により洪水調節能力を増強・効率化させる流量低減策 ×（既設ダムなし） 

3 遊水地（調節池） 河道沿いの地域で洪水時に湛水して洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量を低減させる  

4 放水路（捷水路） 河川の途中から分岐した新川を掘削し、直接海（又は他の河川）に流す水路  

5 河道掘削 河川の断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる  

6 引堤 堤防間の流下断面を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する  

7 堤防の嵩上げ 堤防の高さを上げることによって河道の流下能力を向上させる  

8 河道内の樹木の伐採 河道内の樹木群を伐採することにより、河道の流下能力を向上させる 
×（大きな河積阻害となる樹木がほとん

どない） 

9 耐越水堤防 計画高水位以下で完成堤防に求められる強度と同程度の強度を越水に対し保障することが可能な堤防  

10 決壊しづらい堤防 計画高水位以上の水位の流水に対しても急激に決壊しないような粘り強い構造の堤防  

11 高規格堤防 通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防。堤防の幅が高さの30～40倍となる  

12 排水機場等 自然流下排水の困難な低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するためのポンプを有する施設等 
×（内水ﾎﾟﾝﾌﾟ能力ｱｯﾌﾟに伴い、安威川

本川の流下能力向上が必要） 

13 雨水貯留施設 都市部における保水・遊水機能の維持のために、雨水を積極的に貯留させるために設けられる施設  

14 雨水浸透施設 都市部における保水・遊水機能の維持のために、雨水を積極的に浸透させるために設けられる施設  

15 ため池 主に農業（かんがい）用水の確保のために、雨水を貯留させるために設けられる施設  

16 遊水機能を有する土地の保全 河道に隣接し、洪水時に河川水があふれる等で洪水の一部を貯留し、自然に洪水調節作用をする池、低湿地等 ×（該当する池、低湿地等なし） 

17 部分的に低い堤防の存置 下流の氾濫防止等のため、通常の堤防より部分的に高さを低くしておく堤防  

18 霞堤の存置 急流河川において比較的多用される不連続堤 ×（既設霞堤なし） 

19 輪中堤 ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防  

20 二線堤 本堤背後の堤内地に築造される堤防。万一本堤が決壊した場合に、洪水氾濫の拡大を防止する  

21 樹林帯等 堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内地に堤防に沿って設置する帯状の樹林帯  

22 宅地の嵩上げ・ﾋﾟﾛﾃｨ建築等 盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫することにより、浸水被害の抑制を図る  

23 土地利用規制 浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において土地利用の規制・誘導により被害を抑制する  

24 水田等の保全 雨水の一時貯留、地価に浸透させるという水田の機能を保全。開発行為に対しては代替施設整備を強制  

25 森林の保全 主に森林土壌の働きにより雨水を地中に浸透、ゆっくり流出させる森林の機能を保全。開発行為に対しては代替施設整備を強制  

26 洪水の予測・情報の提供等 住民が的確で安全に避難できるよう、洪水の予測や情報の提供などを行い、被害の軽減を図る  

27 水害保険等 家屋、家財等の資産について、水害に備えるための損害保険   

      ：そもそも存在しない等、安威川流域では対象とならない手法
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4.2.3  安威川流域での適用の可能性評価 

対象外の上記 5 案を除く 22 案について、以下の観点から治水対策案がダムの代替案

（以下、代替案）となり得るかどうか評価を行った。 

 

【評価の観点】 

○ 単独での対応可否 

（その手法単独で安威川の洪水対策が可能か） 

○ 実現性 

（安威川流域の土地利用状況、地域社会への影響、法制度、技術的な課題等を

考慮して、安威川における治水手法としての実現性はあるか） 

○ 持続性 

（その効果を将来にわたって持続可能か） 

○ 被害軽減効果 

（効果の内容・範囲、効果の発現時期、その効果が定量的に評価できるか） 

 

上記を踏まえて、安威川において適用の可能性のある対策案を選定した。その際、「実

現性・持続性等から安威川流域での適用が困難なもの」は対象外とし、「実現性はある

が、その効果を定量的に評価できないもの」は減災対策としての実施を今後、検討す

る。 

 

表 4.2.3 に、各対策案の適用可能性評価の一覧表を示す。 

表 4.2.3 より、安威川流域で適用困難な案として 5 案（11.高規格堤防、17.部分的に

低い堤防の存置、21.樹林帯等、24.水田等の保全、25.森林の保全）、実現性はあるが、

その効果を定量的に評価できないため、減災対策（ハード対策）として実施を検討す

る 1 案（10.決壊しづらい堤防）、減災対策（ソフト対策）として実施を検討する 2 案

（26.洪水の予測・情報の提供等、27.水害保険等）が対象外となった。
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表 4.2.3 各対策案の可能性評価一覧表 

対 策 

 評     価 安威川

での適

用 

備   考 単独で
の対応 

実現性 持続性 
被害軽減効果 

効果の内容・範囲 発現時期 定量的評価 

1 ダム ○ ○ ○ 
河道流量の低減 
(ダムより下流) 

施設完成時点
から   

 

3 遊水地（調節池）  
△ 

(用地買収) ○ 
河道流量の低減 
（遊水地より下流） 

施設完成時点
から   

 

4 放水路（捷水路）  
△ 

(用地買収) ○ 
河道流量の低減 
（放水路より下流） 

施設完成時点
から   

 

5 河道掘削 ○ ○ ○ 
河道流下能力向上 

（整備区間） 
整備区間から
順次   

河道掘削、引堤それぞれを単独で実施するのでは 
なく、組合せて河道改修として実施を検討 

6 引堤 ○ 
△ 

(用地買収) ○ 
河道流下能力向上 

（整備区間） 
整備区間から
順次   

7 堤防の嵩上げ ○ 
△ 

(用地買収) ○ 

河道流下能力向上 
（整備区間） 

整備区間から
順次  

単独で
の対応
は× 

堤防の嵩上げ単独では用地買収、被害ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙの増大
等の課題がある。ただし、河道掘削、引堤との組合せで実
施可能な区間について実施を検討 

9 耐越水堤防  
△ 

（技術的課題） ○ 

河道流下能力向上 
（整備区間） 

整備区間から
順次 △  

越流に対する安全確保の技術が確立されていない。越流
を許容するには、模型実験等の詳細検討が必要であり、
全川にわたって検討を行うのはｺｽﾄ的に困難 

10 決壊しづらい堤防  
△ 

（技術的課題） ○ 
河道流下能力向上 

（整備区間） 
整備区間から
順次 × △ 

余裕高をなくすことについては、うねり、構造物への影響等
の課題があり困難。減災対策として実施 

11 高規格堤防  
× 

(地域への影響) ○ 
河道流下能力向上 

（整備区間） 
整備区間から
順次  × 

高規格堤防化により、安威川沿いの広範囲にわたって影
響を及ぼすため、実現が困難 

13 雨水貯留施設  ○ ○ 
河道流量の低減 
（整備箇所より下流） 

整備箇所から
順次   

雨水貯留施設、雨水浸透施設、ため池を組合せて流出
抑制として実施を検討 
 
 14 雨水浸透施設  ○ ○ 

河道流量の低減 
（整備箇所より下流） 

整備箇所から
順次   

15 ため池  
△ 

(法制度、技術的課題) 
△ 

（法制度） 
河道流量の低減 
（整備箇所より下流） 

整備箇所から
順次 △  

ため池の保全に関する法制度の整備、各ため池ごとの貯
留効果の算定に関する技術的課題あり 

17 
部分的に低い堤防の
存置  

× 
（土地利用状況） ○ 

河道流量の低減 
（存置箇所より下流） 現時点から  × 

安威川沿いの土地利用状況では部分的に堤防を低くし、
浸水を許容する一定の面積の土地がない 

19 輪中堤  
△ 

（土地利用状況） ○ 
氾濫流の制御 
（輪中堤内） 

整備完成時点
から   

 
 

20 二線堤  
△ 

（土地利用状況） ○ 
氾濫流の制御 
（整備箇所付近） 

整備完成時点
から   

 
 

21 樹林帯等  
× 

（土地利用状況） ○ 
氾濫流量の低減 
（整備箇所付近） 

整備箇所から
順次 × × 

全川にわたって氾濫が生じており、浸水対策としては効果
がないため、安威川流域では困難 

22 
宅地の嵩上げ・ﾋﾟﾛﾃ
ｨ建築等  

△ 
（法制度） ○ 

氾濫原の浸水深の軽減 
（対策実施箇所） 

整備箇所から
順次   

 
 

23 土地利用規制  
△ 

（法制度） ○ 
氾濫原の資産増加回避 
（規制された土地） 現時点から   

 
 

24 水田等の保全  
× 

（法制度） 
× 

（法制度） 
河道流量の増加回避 
（水田等の下流） 現時点から △ × 

水田等の保全に対する法整備が必要。また、開発行為に
対し代替施設整備の強制が必要であり困難 

25 森林の保全  
× 

（法制度） 
× 

（法制度） 
河道流量の増加回避 

（森林の下流） 現時点から × × 
森林の保全に対する法整備が必要。また、開発行為に対
し代替施設整備の強制が必要であり困難 

26 
洪水の予測・情報の
提供等  ○ ○ 

人命被害の軽減 
（氾濫区域） 

実施開始時点
から × △ 

人命被害の軽減を図ることが可能であるが、定量的評価
が困難であり、減災対策として実施を検討 

27 水害保険等  
△ 

（助成制度等要） ○ 
資産被害額の補填 

（氾濫区域） 
制度導入時点
から × △ 

家屋資産の被害額補填が可能となるが、定量的評価が
困難であり、減災対策として実施を検討 

 
 

： 安威川では適用困難な手法

： 実現性はあるが定量評価ができず、減災対策として検討する手法

： 定量評価ができず、減災対策(ｿﾌﾄ対策)として取組を検討する手法
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4.3  治水手法の検討 

4.3.1  治水手法の選定 

 

4.2.1 で整理した安威川の氾濫特性より、対策案選定の基本方針を整理し、基本方針

に沿って対策案を選定した。 

 

安威川の氾濫特性は以下のとおりである。 

 

○ 全川にわたって流下能力が不足しており、かつ築堤河道であるため、ほぼ全て

の区間で破堤の可能性があり、氾濫流量が膨大 

○ 安威川流域の地形は流下方向に向かって低くなっているため、上流で氾濫した

水が下流へ広がる 

○ 盛土等があると、氾濫水がせきとめられて浸水深が大きくなる 

 

上記の内容から、氾濫区域が広範囲にわたるため、氾濫原での対策は地域社会に甚大

な影響を及ぼすことが予想される。 

 

そこで、対策案選定の基本方針は、河川から溢れる水を少しでも減らすことができ、

安威川の氾濫特性を考慮して、対応可能な案とすることとした。 

 

検討対象となる 14 の治水対策案を表 4.3.1 に示す。 

 

表 4.3.1 検討対象となる対策案 

対  策 

１ ダム  

３ 遊水地（調節池）  

４ 放水路（捷水路）  

５ 河道掘削 ⇒河道改修 

として検討 ６ 引堤 

７ 堤防の嵩上げ 

９ 耐越水堤防  

１３ 雨水貯留施設 ⇒流出抑制 

として検討 １４ 雨水浸透施設 

１５ ため池 

１９ 輪中堤  

２０ 二線堤  

２２ 宅地の嵩上げ・ﾋﾟﾛﾃｨ建築等  

２３ 土地利用規制  

 

これらの対策案について、安威川の氾濫特性を考慮して対応可能かどうかを検討し

た。検討対象となる対策案のうち、「5、6、7」を河道改修、「13、14、15」を流出抑

制として組合せ案で検討を行った。 
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(1) 河道改修＋輪中堤による対策案

輪中堤単独での対応は困難であるため、ここでは 1/30 対策河道改修との組み合わ

せによる対策として検討を行う。1/30 対策河道改修後に 1/100 程度の雨が降った場

合の氾濫解析結果は図 4.3.1 のようになる。図 4.3.1 より、氾濫区域が広範囲にわた

り、かつ氾濫区域がほとんど市街化しているため、輪中堤で氾濫区域全体を守るこ

とは困難であることがわかる。また、局所的な対策として実施するとしても、安威

川沿いはほぼ市街化していることや、被害を他の箇所に移動させることとなること

から、被害軽減にはつながらない。

以上より、「河道改修＋輪中堤」案は安威川流域では治水対策案として採用できな

い。

図 4.3.1 1/30 対策河道改修後に 1/100 の雨が 図 4.3.2 輪中堤イメージ

降った場合の氾濫解析結果

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×：破堤地点

：氾濫した水の流れ
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(2) 河道改修＋二線堤による対策案 

二線堤単独での対応は困難であるため、ここでは 1/30 対策河道改修との組み合わ

せによる対策として検討を行う。1/30 対策河道改修後に 1/100 程度の雨が降った場

合の氾濫解析結果は図 4.3.3 のようになる。図より、氾濫区域が広範囲にわたり、か

つ氾濫区域がほとんど市街化しているため、二線堤で氾濫区域全体を守ることは困

難である。局所的な対策として実施するとしても、安威川沿いはほぼ市街化してい

ることや、二線堤に囲まれた区域で浸水深を増大させることとなることから、被害

軽減にはつながらない。 

以上より、「河道改修＋二線堤」案は安威川流域では治水対策案として採用できな

い。 

 

図 4.3.3 1/30 対策河道改修後に 1/100 の雨が降った場合の氾濫解析結果 

 

本堤 二線堤

 

図 4.3.4 二線堤イメージ 
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(3) 宅地の嵩上げ・ピロティ建築等、土地利用規制による対策案

宅地の嵩上げ・ピロティ建築等、土地利用規制単独での対応は困難であるため、こ

こでは 1/30 対策河道改修との組み合わせによる対策として検討を行う。1/30 対策河

道改修後に 1/100 程度の雨が降った場合の氾濫解析結果は図 4.3.5 のようになる。図

より、氾濫区域が広範囲にわたり、かつ氾濫区域がほとんど市街化しているため、

宅地の嵩上げ・ピロティ建築等により氾濫区域全体を守ることは困難である。しか

し、局所的な対策としては有効であり、決壊しづらい堤防等との組合せによる減災

対策として実施個所を今後検討していく。

凡 例

危険度Ⅲ

危険度Ⅱ

危険度Ⅰ

図 4.3.5 1/30 対策河道改修後に 1/100 の雨が降った場合の氾濫解析結果

図 4.3.6 宅地の嵩上げやピロティ建築のイメージ
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(4) 河道改修＋耐越水堤防による対策案 

耐越水堤防は、現在の知見では技術的に確立されていない。 

越流堤と同程度の詳細な検討を行えば、越流に対して一定の安全度を確保すること

は可能である。しかし、越流堤は、水理模型実験、土質調査などを個別に行ってい

るため、安威川全区間にわたってそのように詳細な検討をすることは、時間や費用

の面で困難である。また越流堤と同程度の整備を行う場合、膨大な費用がかかる。（例:

大阪府法善寺治水緑地の越流堤 約 200 万円/m) 

 

 

図 4.3.7 法善寺治水緑地 越流堤 断面図 
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4.3  治水手法の検討 

4.3.2  治水手法の比較 

対策案 14 案のうち、安威川ダムの氾濫特性を考慮すると適用が困難な５案を除き、

河道改修(掘削、引堤、堤防嵩上げ)、流出抑制(雤水貯留浸透施設、ため池)については

組合せ案として、以下の５案について、対策案の比較を行った。 

 

(1) 河道改修案 

基本高水を河道改修で流下させる。 

改修方法として、下流神崎川の背水の影響のある区間では河床掘削を行ってもすぐ

に堆積する可能性が高いことから引堤案とする。下流から 11.4km 地点より上流につ

いては「河床掘削＋引堤」の組合せとする。 

 

(2) ダム案 

ダムにより、ダム地点の計画高水流量 850 ㎥/s のうち 690 ㎥/s を調節し、基準点

相川地点で 1,850 ㎥/s の基本高水流量を 1,250 ㎥/s に低減する。 

治水容量は 14,000 千㎥確保する。 

 

(3) 河道改修＋遊水地案 

中流部の 7k500～9k000 付近に遊水地を設け、洪水調節を行う案。遊水地で約

900m3/s をピークカットすることにより下流の河道改修は不要となるが、上流側約

8km は「河床掘削＋引堤」を実施。遊水地の貯水容量は約 860 万 m3、敷地面積は約

150ha。 

 

(4) 河道改修＋放水路案 

中流部の 7k500 付近から、淀川本川までの約 1.3km に放水路を設け、洪水を流下

させる案。放水路の流量は Q=510ｍ3/ｓで、下流の河道改修は不要となるが、放水路

より上流側約 9km は「河床掘削＋引堤」を実施。また、淀川の水位が高く自然流下

が不可能なため、淀川との合流部に大規模な排水施設が必要となる。 

 

(5) 河道改修＋流出抑制案 

流域内の学校・ため池で 70 万 m3 を貯留することにより、基準地点相川の流量を

約 50 m3/s 低減し、河道改修規模を縮小する案。河道改修は 0k000～16k800 におい

て行う。 
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(1) 河道改修案 

 

【概要図】 

河道改修
Q＝900㎥/s

河道改修
Q＝1,600㎥/s

河道改修
Q＝1,850㎥/s

淀川

引堤＋掘削

引堤

橋梁架替なし

河道改修なし

橋梁架替えあり

〔1,850〕
1,850
↓

単位：m3/s
〔 〕：基本高水流量

〔1,600〕
1,600
↓

大正川→

茨木川→

〔900〕
900
↓

← 神崎川

 

図 4.3.1 河道改修案概要図 
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【基本的な考え方】 

① 河道改修の目標流量を基本高水のピーク流量とする。 

② 平面形状は、現況の土地利用をふまえ、社会状況への影響が極力小さくなる（移転建

造物が極力少なくなる）法線とする。 

③ 縦断形状は、現況河床勾配を尊重し、上流部（11K400 付近～15K600 付近）の掘削

が可能な箇所については河床掘削を行う（図 4.3.4 参照）。 

④ 横断形状は、計画高水位を現計画高水位と同じとし、不等流計算による計算水位が計

画高水位を下回るように引堤を行う。（図 4.3.2 参照）ただし、河床掘削が可能である

上流部（11K400 付近～15K300 付近）については河床掘削＋引堤とする（図 4.3.3 参

照）。また、上流側山付区間（15K300～）については引堤が困難なため、堤防の嵩上

を行う。 

⑤ 上流部（11K400 付近～15K300 付近）における掘削深は、2m を上限とする（現実的

に可能と考えられる最大値、図 4.3.5 参照）。 

⑥ 遊歩道として整備されている高水敷については、現計画断面と同じ幅を確保する。 

⑦ 法面勾配は、現計画と同じとする（概ね 1:1.0～1:1.5）。 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.2 引堤による改修イメージ（河口～11K400 付近） 

 

○ 低水路掘削 

 

 

 

 

 

↓ 河積が不足 

○ 引堤により河積を確保 

 

 

 

 

 

図 4.3.3 河床掘削＋引堤による改修イメージ（11K400 付近～15K300 付近） 

築堤 
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図 4.3.4 縦断図 

最大 2m掘削 
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2m掘削（V=約4m/s）

掘削なし（V=約3.5m/s）
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図 4.3.5 最大掘削深 

 

【流量配分】 

安威川の流量変化点ごとに下流から A、B、C 区間とし、それぞれ 図 4.3.6 に示す流量

配分とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.6 河道配分流量 
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【引堤幅の設定】 

 引堤幅は、上下流で河幅が大きく逆転することがないよう配慮しながら、不等流計算に

より、一連区間（約 1km）ごとに設定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.7 不等流計算による引堤幅の設定イメージ（縦断図） 

 

表 4.3.1 横断図作成断面と引堤幅 

一連区間 代表断面位置 
改修 

方式 

引堤幅

(m) 

掘削深 

(m) 

盛土量 

(m) 

Ａ 

区
間 

 1  0K000 ～ 1K000 0K400、1K000 

引堤 

40 － － 

 2   ～ 2K000  2K000 40 － － 

 3   ～ 3K000  3K000 50 － － 

 4   ～ 4K200  4K000 52 － － 

Ｂ
区
間 

 5   ～ 5K000  5K000 40 － － 

 6        ～ 6K000  6K000 12 － － 

 7        ～ 7K000  7K000 18 － － 

 8        ～ 8K000  8K000 25 － － 

 9        ～ 9K000  9K000 19 － － 

10        ～10K000 10K000 30 － － 

11        ～11K000 11K000 25 － － 

12        ～12K100 12K000 
掘削 

＋ 

引堤 

23 2 － 

Ｃ 

区
間 

13        ～12K980 12K980 15 2 － 

14        ～14K000 14K000 17 2 － 

15        ～15K340 15K340 21 2 － 

16        ～16K800 15K960 盛土 － － 1～2 

 

一連区間（1km） 

計画河床高 

計算水位（30m 拡幅） 

計画高水位 

計算水位（25m 拡幅） 

計算水位（20m 拡幅） 

一連区間を 30m 拡幅 
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【河道改修】 

神崎川合流点から上流の約 16.9km 区間 

（河道拡幅 20～50m 程度） 

 

 

【補償物件等】 

家屋 用地 道路橋 鉄道橋 

約 890 件 約 41ha 22 橋 4 橋 

 

 

【河道事業費の算定】 

以上の条件により、河道改修事業費を算出した。 

 

河道改修案 概算事業費 ： 約 2,022 億円 
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(2) ダム案 

【概要図】 

引堤＋掘削

引堤

橋梁架替なし

河道改修なし

橋梁架替えあり

淀川

〔1,850〕
1,250
↓

← 神崎川

単位：m3/s
〔 〕：基本高水流量

〔1,600〕
850
↓

大正川 →

茨木川 →

〔900〕
250
↓

ダ ム

 

図 4.3.8 ダム案概要図 

850 
↓ 
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【基本的な考え方】 

① 1/100 年の降雤に対して、ダムの洪水調節により現況河道の流下能力以下に洪

水流量を低減させる。河道改修は不要。 

② 洪水調節方法は自然調節方式とする。 

 

【河道改修】 

なし 

 

 

【補償物件等】 

家屋 用地 道路橋 鉄道橋 

約 69 件 約 142ha － － 

 

 

【ダム建設事業費】 

安威川ダムの総事業費は、平成 18 年安威川ダム全体計画策定時に見直しを行った結

果、総事業費は約 1,314 億円である。（別途、平成 17 年利水縮小に伴う費用 56 億円あ

り） 

また、平成 22 年度時点で用地買収、付替道路建設が概ね完了しており、残事業費は

約 528 億円（利水縮小に伴う費用を含む）である。 

 

ダム案 概算事業費 ： 約 528 億円 
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(3) 河道改修＋遊水地案 

 

【概要図】 

河道改修
Q＝900㎥/s

河道改修
Q＝1,450㎥/s

遊水地

淀川

単位：m3/s
〔 〕：基本高水流量

引堤＋掘削

引堤

橋梁架替なし

河道改修なし

橋梁架替えあり

〔1,850〕
1,250
↓

← 神崎川

〔1,600〕
750
↓大正川→

茨木川→

〔900〕
900
↓

〔1,450〕
1,450
↓

600→←300

 

図 4.3.9 遊水地案概要図 
 

河道改修 
Q＝900 ㎥/s 

河道改修 
Q＝1550 ㎥/s 

河道改修 
Q＝1800 ㎥/s 

引堤＋掘削 

引堤 

橋梁架替なし 

河道改修なし 

橋梁架替えあり 

■   学校 

■   ため池 

〔1,850〕 
1,800 
↓ 

← 神崎川 

単位：m3/s 
〔 〕：基本高水流量 

〔1,600〕 
1,550 
↓ 

大正川 → 

茨木川 → 

〔900〕 
900 

↓ 

河道改修
Q＝900㎥/s

河道改修
Q＝1,600㎥/s

河道改修
Q＝1,850㎥/s

淀川

引堤＋掘削

引堤

橋梁架替なし

河道改修なし

橋梁架替えあり

〔1,850〕
1,850
↓

単位：m3/s
〔 〕：基本高水流量

〔1,600〕
1,600
↓

大正川→
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〔900〕
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↓

← 神崎川
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【 基本的な考え方】 

① 遊水地の設置位置は、安威川周辺に家屋が密集していることを勘案し、比較的家屋が

少なく、広い敷地面積の確保が可能と考えられる中流部の 7k500 地点付近とする。 

② 遊水地より上流側約 8km については、河床掘削および引堤による河道改修を行う。 

③ 遊水地の貯留量は、カット開始流量をパラメータとし、相川地点の流量が 1,250m3/s

を超えないよう 23 洪水についてトライアル計算を行い設置する。 

④ 遊水地より下流の河道は、改修を行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.10 遊水地案イメージ図 

安威川 

淀 川 

遊水地 

上流河道改修 
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【遊水地貯水容量】 

 遊水地候補地点において、カット開始流量をパラメータとし、相川地点の流量が

1,250m3/s を超えないよう 23 降雤波形についてトライアル計算を行った。この結果、カッ

ト開始流量を Q=520m3/s として、約 900m3/s をピークカットし、遊水地貯水容量は約 860

万 m3となる。河道の流量配分は図 4.3.11 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.11 調節流量と河道流量配分 

 

表 4.3.2 23 降雨波形による計算結果一覧 

no. 洪水波形 ダム地点 
茨木川 
合流前 

千歳橋 遊水地前 遊水地後 
大正川 
合流前 

相川 調節容量 

1 S27.7.10 144 169 411 409 409 483 696 0 

2 S28.9.25 714 753 1,102 1,121 520 649 1,019 802 

3 S29.6.29 381 417 692 688 520 624 937 212 

4 S34.8.13 352 380 634 642 520 668 968 71 

5 S35.8.29 670 704 1,124 1,134 520 616 954 611 

6 S36.6.27 477 503 901 915 520 652 1,107 442 

7 S36.10.28 257 274 441 440 440 485 643 0 

8 S40.5.27 401 426 675 675 520 627 862 90 

9 S41.7.2 529 587 947 1,007 520 709 1,244 421 

10 S41.9.18 399 437 824 857 520 694 1,171 277 

11 S42.7.9 490 542 1,023 1,053 520 668 1,150 493 

12 S44.6.26 516 555 884 879 520 624 845 339 

13 S45.6.20 257 285 514 506 506 605 825 0 

14 S47.9.16 844 890 1,431 1,433 520 646 1,049 861 

15 S47.7.13 332 346 546 546 520 594 747 6 

16 S58.9.28 337 373 686 707 520 653 1,032 248 

17 S58.6.20 287 298 433 432 432 472 584 0 

18 H1.9.3 307 329 583 580 520 606 851 38 

19 H7.5.12 421 454 716 711 520 641 928 149 

20 H11.6.29 622 651 1,102 1,087 520 636 1,033 503 

21 H12.9.10 241 269 464 462 462 545 751 0 

22 H12.10.30 423 458 859 858 520 644 1,031 261 

23 モデル降雤 624 663 1,148 1,165 520 699 1,167 532 

 

←1,250 
〔1,850〕 

単位：m3/s 
〔 〕：基本高水流量 

←750 
〔1,600〕 

←900 
〔900〕 

600 

↓ 

茨
木
川 

→ 

←1,500 
〔1,500〕 

大
正
川 

→ 

↑ 

300 ← 

神
崎
川 
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【遊水地規模】 

① 敷地面積 

図 4.3.12 に示すとおり、遊水地として利用可能な敷地面積は、右岸側約 50ha、左岸側

約 100ha の合計約 150ha である。必要調節容量は、上述の通り約 860 万 m3であるから、

水深を 6m とすると、150ha×6m＝900 万 m3 ＞ 860 万 m3となり、容量確保が可能とな

る。従って、遊水地の敷地面積は 150ha とする。 

遊水地敷地面積 ： 約 150ha（右岸側約 50ha、左岸側約 100ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.12 遊水地敷地面積 

② 周囲堤 

 周囲堤の高さは、遊水地の水深 6m に余裕高 1m を加えた 7m としと仮定した。 

 

 

 

 

 

図 4.3.13 周囲堤の形状 

③ 越流堤 

 越流堤の高さは、ピークカット開始流量 Q=520m3/s が流下するときの水深 H=約 3.5m と

した。 

 また、越流堤の延長は、中川・宇民の式を用いて越流計算により必要な延長を算定した。 

越流堤延長 ： L=100m（右岸 33m、左岸 67m） 

 

左岸側約 100ha 

右岸側約 50ha 
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【河道改修】 

遊水地上流からの約 8km 区間 

（河道拡幅 10～30m 程度） 

 

 

【補償物件等】 

家屋 用地 道路橋 鉄道橋 

約 1,130 件 約 173ha 13 橋 2 橋 

 

 

【事業費の算定】 

 以上の条件により事業費の算定を行った結果、河道改修＋遊水地案の事業費は以下の通

りとなる。 

 

河道改修＋遊水地案事業費 ： 2,806 億円 
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(4) 河道改修＋放水路案 

 

【概要図】 

河道改修
Q＝900㎥/s

河道改修
Q＝1,500㎥/s

放水路
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淀川
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図 4.3.14 放水路案概要図 
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【基本的な考え方】 

① 放水路による放流先は、淀川本川とする。 

② 分派位置は、極力上流側で淀川本川との距離が近く、また、比較的人家の少ない中流

部 7K500 付近とする。 

③ 放水路より上流側約 9km については、河床掘削および引堤による河道改修を行う。 

④ 放水流量は、放流開始量と放流 MAX 量を設定し、相川地点の流量が 1,250m3/s を超

えないよう 23 降雤波形についてトライアル計算を行い設定する。 

⑤ 放水路より下流の河道は、改修を行わない。 

⑥ 淀川の水位が高く自然流下が不可能なため、淀川との合流部に排水施設を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.15 放水路イメージ図 
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【放水流量と河道の流量配分】 

 放水路候補地点において、相川地点の流量が 1,250m3/s を越えないよう、23 降雤波形に

ついてトライアル計算を行った。この結果、最大放流量は Q=510m3/s、河道の流量配分は

図 4.3.16 の通りとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3.16 放水流量と河道流量配分 

 

表 4.3.3 23 降雨波形による計算結果一覧 

no. 洪水波形 ダム地点 
茨木川 
合流前 

千歳橋 放水路前 放水路後 
大正川 
合流前 

相川 

1 S27.7.10 144 169 411 428 300 372 600 

2 S28.9.25 714 753 1,102 1,153 643 715 973 

3 S29.6.29 381 417 692 709 300 380 696 

4 S34.8.13 352 380 634 674 300 419 747 

5 S35.8.29 670 704 1,124 1,158 648 691 904 

6 S36.6.27 477 503 901 948 438 508 868 

7 S36.10.28 257 274 441 455 300 346 514 

8 S40.5.27 401 426 675 698 300 383 631 

9 S41.7.2 529 587 947 1,046 536 662 1,104 

10 S41.9.18 399 437 824 896 386 493 928 

11 S42.7.9 490 542 1,023 1,091 581 660 1,072 

12 S44.6.26 516 555 884 896 386 425 628 

13 S45.6.20 257 285 514 531 300 382 644 

14 S47.9.16 844 890 1,431 1,467 957 992 1,244 

15 S47.7.13 332 346 546 563 300 358 541 

16 S58.9.28 337 373 686 742 300 404 794 

17 S58.6.20 287 298 433 441 300 341 478 

18 H1.9.3 307 329 583 602 300 394 654 

19 H7.5.12 421 454 716 742 300 391 685 

20 H11.6.29 622 651 1,102 1,121 611 678 999 

21 H12.9.10 241 269 464 482 300 367 587 

22 H12.10.30 423 458 859 893 383 451 815 

23 モデル降雤 624 663 1,148 1,203 693 816 1,150 

 

←1,250 
〔1,850〕 

単位：m3/s 
〔 〕：基本高水流量 

←1,000 
〔1,600〕 

← 淀 川 

←900 
〔900〕 

510 

↓ 

茨
木
川 

→ 

←1,500 
〔1,500〕 

大
正
川 

→ ← 

神
崎
川 



4.安威川ダム検証に係る検討の内容 

4.3 治水手法の検討 

4.3.2 治水手法の比較 

 4-52 

【放水路断面】 

 放水路断面は、以下の条件により等流計算を行い決定した。なお、河床勾配は、地形が

平坦あるいは逆勾配であること、河床勾配を急勾配にすることによってポンプ揚程が大き

くなることを考慮し、最緩勾配とする。粗度係数は、「河川砂防技術基準(案)同解説 調査編」

を参考に、“両岸石張小水路”の平均値である n=0.025 とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    I（河床勾配） = 1/3,000 

    n（粗度係数） = 0.025 

    A（断面積） = 308.0 m2 

    P（潤辺長） = 93.944 m  

    R（径深） = A/P=3.670 m 

    V（流速） = 1/n×R2/3×I/1/2=1.738 m/s 

    Q（流量） = A×V=535.3 > 510 m3/s 

  

【放水路延長】 

約 1,300m 

 

【河道改修】 

放水路上流からの約 9km 区間 

（河道拡幅 10～30m 程度） 

 

 

【補償物件等】 

家屋 用地 道路橋 鉄道橋 

約 400 件 約 27ha 15 橋 2 橋 

 

【事業費の算定】 

 以上の条件により事業費の算定を行った結果、河道改修＋放水路案の事業費は以下の通

りとなる。 

 

河道改修＋放水路案事業費 ： 2,038 億円 

現況地盤 

4m 

1m 

1:0.5 1:0.5 

75m 

5m 

A（断面積） 

P（潤辺長） 
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(5) 河道改修＋流出抑制案 

 

【概要図】 

 

河道改修 
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河道改修 
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河道改修 
Q＝1800 ㎥/s 

引堤＋掘削 

引堤 

橋梁架替なし 

河道改修なし 

橋梁架替えあり 

■   学校 

■   ため池 
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↓ 

← 神崎川 
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〔 〕：基本高水流量 

〔1,600〕 
1,550 
↓ 

大正川 → 

茨木川 → 

〔900〕 
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図 4.3.17 流出抑制案概要図 
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【基本的な考え方】 

① ため池貯留については、水深１ｍの治水容量を確保することを想定している。

また、学校貯留については敷地面積の５０％を湛水地（校庭）とし、平均 15cm

の貯留を想定した。 

② また、調節効果については、自然調節（オリフィス型）を想定し、その基準点

への効果については自然調節ダムによる貯留効率を用いることとした。

（100m3/s：150万ｍ3、200m3/s：300万㎥⇒0.67m3/s/万 m3） 

③ 流域対応の効果を考慮した河川の流量に対して、河道改修で対応する。 

 

 

校庭貯留イメージ 

晴天時 雤天時 

ため池整備イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校庭貯留イメージ 
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【流量配分】 

流域対応施設の流量低減比率を 0.67m3/s/万 m3と想定すると 744 千 m3で約 50m3/s と

なるが、河道の流下能力 1250m3/s に大きく足りないため、流下能力不足について、河道

改修で対応することとする。 

 

 

 学校面積 

（千 m2） 

貯流量 

（千 m3） 

ため池面積 

（千 m2） 

貯流量 

（千 m3） 

カット量 

（m3/s） 

茨木川合流点上流 54 4 71 71 5 

大正川合流点上流 1271 95 139 139 16 

相川 1139 85 350 350 29 

合計 2464 184 560 560 50 

 

 

 茨木川合流前 大正川合流前 相川基準点 

流域対応調節量 5 21 50 

調節前 890 1553 1811 

調節後 885 1532 1761 

                         単位：m3/s 

 

【施設数】 

学校 ：128 箇所 

ため池： 56 箇所 

 

【河道改修】 

神崎川合流点から上流の約 16.9km 区間 

（河道拡幅 20～50m 程度） 

 

【補償物件等】 

家屋 用地 道路橋 鉄道橋 

約 830 件 約 37ha 22 橋 4 橋 

 

【事業費の算定】 

 事業費の算定を行った結果、河道改修＋流域対応案の事業費は以下の通りとなる。 

 

河道改修＋流域対応案事業費 ： 2,202 億円 
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4.3.3  各評価軸による評価手法と評価結果 

対策案の評価軸と実施内容の概要などについて、表 4.3.4 に示す。ダム案、河道改修

案、河道改修＋遊水地案、河道改修＋放水路案、河道改修＋流出抑制案の 5 案につい

て、上記評価軸について比較検討を行った結果を表 4.3.5 に示す。評価軸に基づき総合

的に評価した結果、ダム案が最適であると考えられる。 

 

表 4.3.4 評価軸一覧 

 

評価軸 評価の考え方 

安全度 
(被害軽減効果) 

●河川整備計画レベルの目標に対し安全を確保出来るか 

●目標を上回る洪水などが発生した場合にどのような状況となるか 

●段階的にどのように安全度が確保されていくのか 
   (例えば、5、10 年後) 

●どの範囲で、どのような効果が確保されていくのか 
   （上下流や支川等における効果) 

コスト 
●完成までに要する費用はどのくらいか 

●維持管理に要する費用はどのくらいか 

実現性 

●土地所有者等の協力の見通しはどうか 

●その他の関係者との調整の見通しはどうか 

●法制度上の観点から実現性の見通しはどうか 

●技術上の観点から実現性の見通しはどうか 

持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか 

柔軟性 
●地球温暖化に伴う気候変化や少子化など、将来の丌確実性に対して
どのように対応できるか 

地域社会への影響 

●事業地及びその周辺への影響はどの程度か 

●地域振興に対してどのような効果があるか 

●地域間の利害の衝平への配慮がなされているか 

環境への影響 

●水環境に対してどのような影響があるか 

●生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体にどのような影響が
あるか 

●土砂流動はどう変化し、下流河川・海岸にどのような影響があるか 

●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか 
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表 4.3.5 対策案比較一覧表 

 
評価軸 評価の考え方 ①河道改修案 ②ダム案 ③河道改修＋遊水地案 ④河道改修＋放水路案 ⑤河道改修＋流出抑制案

概要

神崎川合流点から17km付近までの河川改修 茨 木 市 生 保 地 区 付 近 に ダ ム を 築造 し、

600m3/sを調節する

安威川中流部の安威川新橋付近に約150haの

遊水地を築造し、約900m3/sの調節を行う。
遊水地より上流側は河道改修

摂津市鳥飼付近で約510m3/sを分流し、淀川
へポンプ排水する。放水路より上流側は河道
改修が必要

ため池、学校貯留等による流出抑制施設を整備
し、河道改修を軽減する

●河川整備計画レベルの目標に対し安全を確保出来
るか

治水目標1/100に対し、洪水を安全に流下させる
ことができる

治水目標1/100に対し、洪水を安全に流下さ
せることができる

治水目標1/100に対し、洪水を安全に流下させ
ることができる

治水目標1/100に対し、洪水を安全に流下させ
ることができる

治水目標1/100に対し、洪水を安全に流下させる
ことができる

●目標を上回る洪水などが発生した場合にどのよう
な状況となるか

計画高水位をこえる洪水が発生した場合、堤防破
堤の可能性が生じる

・ダム貯水池容量以上の洪水に対しては効果が
ほとんどなくなる
・計画高水位をこえる洪水が発生した場合、堤
防破堤の可能性が生じる

・遊水地容量以上の洪水に対しては遊水地の効果
がほとんどなくなる
・計画高水位をこえる洪水が発生した場合、堤防
破堤の可能性が生じる

計画高水位をこえる洪水が発生した場合、堤防破
堤の可能性が生じる

計画高水位をこえる洪水が発生した場合、堤防破堤
の可能性が生じる

●段階的にどのように安全度が確保されていくのか 下流から順次随時、目標の安全度を確保 ダム完成により目標の安全度を確保 ・遊水地完成により、その下流は目標の安全度を
確保
・遊水地の上流は、河川改修により下流から順
次、目標の安全度を確保

・放水路完成により、その下流は目標の安全度を
確保
・放水路の上流は、河川改修により下流から順
次、目標の安全度を確保

・下流から順次、一定の安全度を確保
・河道改修と流出抑制がともに完了した時点で目標
の安全度を確保

●どの範囲で、どのような効果が確保されていくの
か   ( 上下流や支川等における効果)

・安威川全区間で効果が確保される
・下流神崎川への流量が増加する

安威川全区間で効果が確保される 安威川全区間で効果が確保される ・安威川全区間で効果が確保される
・放流先の淀川への流量が増加する

・安威川全区間で効果が確保される
・下流神崎川への流量が増加する

●完成までに要する費用はどのくらいか 約2,022億円 約528億円　（全体1,370億円） 約2,806億円 約2,038億円 約2,202億円

●維持管理に要する費用はどのくらいか
（日常的な河川堤防の管理費用は除いて比較）

河道の維持管理費のみ 河道の維持管理費の他に年間　約1.4億円 河道の維持管理費の他に年間　約0.6億円 河道の維持管理費の他に年間　約1.6億円 河道の維持管理費の他に年間　約0.3億円

●土地所有者等の協力の見通しはどうか 用地買収約41ha、移転約890戸が新たに必要 用地買収９９%完了、家屋移転完了
（全体約142ha、移転69戸）

用地買収約174ha、移転約1,130戸が新たに必
要

用地買収約27ha、移転約400戸が新たに必要 ・用地買収約37ha、移転約830件が新たに必要
・学校の協力、ため池の管理者の理解が必要

●その他の関係者との調整の見通しはどうか ・道路、鉄道管理者との調整が必要
（道路橋22橋、鉄道橋4橋）
・許可工作物管理者（堰、樋門等）との調整が必
要

関係者との調整済 ・道路、鉄道管理者との調整が必要
（道路橋12橋、鉄道橋2橋）
・許可工作物管理者（堰、樋門等）との調整が必
要

・道路、鉄道管理者との調整が必要
（道路橋15橋、鉄道橋2橋）
・許可工作物管理者（堰、樋門等）との調整が必
要
・淀川への放流調整が必要

・道路、鉄道管理者との調整が必要
(道路橋22橋、鉄道橋4橋)
・許可工作物管理者(堰、樋門等)との調整が必要

●法制度上の観点から実現性の見通しはどうか 問題なし 問題なし 問題なし 淀川水系の河川整備基本方針、河川整備計画へ影
響

ため池の保全に関する法制度の整備が必要

●技術上の観点から実現性の見通しはどうか 問題なし 問題なし 問題なし 問題なし 流域抑制施設の効果量の把握

持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか 適切に維持管理することにより可能 適切に維持管理することにより可能 適切に維持管理することにより可能 適切に維持管理することにより可能 学校、ため池の機能の継続についての担保が必要

柔軟性
●地球温暖化に伴う気候変化や少子化など、将来の
丌確実性に対してどのように対応できるか

河床掘削や堤防の嵩上げ等の河道改修により対応 貯水池の掘削、ダム操作の運用見直し等により
対応

貯水池内の掘削等により対応 河床掘削や堤防の嵩上げ等の河道改修もしくは放
水路の増強（掘削、ポンプ増強）により対応

河床掘削や堤防の嵩上げ等の河道改修により対応

●事業地及びその周辺への影響はどの程度か 全川にわたって、河道沿いの家屋移転、道路橋の
改築等、安威川沿川に生活拠点をもつ人や安威川
の橋梁を生活道路等に利用している住民に影響を
不える。また、中流部にはトラックターミナル、
中央卸売市場等の物流拠点が沿川に位置してお
り、交通アクセスに影響を不える。さらに下水道
ポンプ場3か所、環境センター1か所があり生活環
境に影響を不える。
（河道拡幅20m～50m程度、延長約17km）

ダム貯水池内の農地・家屋移転、道路の付け替
えが生じる。ダム周辺地域に生活拠点を持つ人
に影響を不える。
（ダム用地　約142ha）
　
⇒　対応済

河道沿い・遊水地内の家屋移転、橋梁架け替え等
による道路橋の改築等、安威川沿川に生活拠点を
もつ人や安威川の橋梁を生活道路等に利用してい
る住民に影響を不える。環境センターや学校の移
転が必要で生活環境に影響を不える。
（遊水地上流の河道拡幅10m～30m程度、延長
約8km、遊水地用地　約150ha）

河道沿い・放水路内の家屋移転、橋梁架け替え等
による道路橋の改築等、安威川沿川に生活拠点を
もつ人や安威川の橋梁を生活道路等に利用してい
る住民に影響を不える。学校の移転等が必要で生
活環境に影響を不える。
（放水路上流河道拡幅10～30m程度、延長約
9km、放水路用地　幅員約90m、延長約
1.3km）

河道沿いの家屋移転、橋梁架け替え等による道路橋
の改築等、安威川沿川に生活拠点をもつ人や安威川
の橋梁を生活道路等に利用している住民に影響を不
える。また、中流部にはトラックターミナル、中央
卸売市場等の物流拠点が沿川に位置しており、交通
アクセスに影響を不える。さらに下水道ポンプ場3
か所、環境センター1か所があり生活環境に影響を
不える。　　　　　　　　　　　　　（河道拡幅
20m～50m程度、延長約17km、ため池５６か
所、学校１２８か所）

●地域振興に対してどのような効果があるか 安威川高水敷は市街地に残された数少ない自然と
触れ合う憩いの場として使用されているが、工事
中は利用が制限される。Ｌ=約17km

道路整備や湖面利用により、地域振興につなが
る可能性がある

平常時に遊水地を公園等に多目的利用することに
より、集客を見込むことができる

安威川高水敷は市街地に残された数少ない自然と
触れ合う憩いの場として使用されているが、工事
中は利用が制限される。Ｌ＝10ｋｍ

安威川高水敷は市街地に残された数少ない自然と触
れ合う憩いの場として使用されているが、工事中は
利用が制限される。Ｌ＝約17ｋｍ

●地域間の利害の衡平への配慮がなされているか 土地所有者、工作物管理者との調整により上流の
治水安全度の向上が数十年遅れが発生する可能性
がある

限られた範囲の事業で全域の治水上の安全が保
たれる

遊水地建設地区の協力により下流の安全が保たれ
ることとなる。上流についてはその後の河道改修
となるため、治水安全度の向上が後回しとなる

放水路建設地区の協力により下流の安全が保たれ
ることとなる。上流についてはその後の河道改修
となるため、治水安全度の向上が後回しとなる

流域対応施設の整備に時間を要するため、治水安全
度の向上が数十年遅れが発生する可能性がある

●水環境に対してどのような影響があるか ほぼ現状どおり ダム湖の富栄養化の可能性がある ほぼ現状どおり ほぼ現状どおり ほぼ現状どおり

●生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体にど
のような影響があるか

河道改修により河道内の環境を大きく改変する ・ダム周辺の自然環境を大きく改変する
・ダム湖の富栄養化の可能性がある

遊水地や河道改修により、遊水地や河道内の自然
環境を大きく改変する

放水路や河道改修により、放水路や河道内の自然
環境を大きく改変する

河道改修により河道内の環境を大きく改変する

●土砂流動がどう変化し、下流河川・海岸にどのよ
うに影響するか

河道改修による土砂動態について変化する可能性
がある

上下流の連続性が分断される影響について検討
する必要がある

河道改修による土砂動態について変化する可能性
がある

河道改修による土砂動態について変化する可能性
がある

河道改修による土砂動態について変化する可能性が
ある

●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような
影響があるか

人と自然との豊かなふれあいの場を創造する河道
改修とすることが可能

ダム、ダム湖による新たな人と自然との豊かな
ふれあいの場を創造することが可能

・遊水地において人と自然との豊かなふれあいの
場を創造することが可能
・一部区間で人と自然との豊かなふれあいの場を
創造する河道改修とすることが可能

一部区間で人と自然との豊かなふれあいの場を創
造する河道改修とすることが可能

一部区間で人と自然との豊かなふれあいの場を創造
する河道改修とすることが可能

EIRR １９．７％ ３０．６％ ５．５％ ７．９％ １８．７％

B-C ４０２５億円 ５５７３億円 ９９８億円 ２１７６億円 ３８１４億円

B／C ３．９４ １２．３２ １．６０ ２．５６ ３．６３

△ ○ △ △ ×

コストが大きく、地域社会への影響も大きいた
め、多大な時間を要し、実現性に乏しい

コストが最低で効果発現時期がほぼ確実で最も
短い

コストが大きく、地域社会への影響も大きいた
め、多大な時間を要し、実現性に乏しい

コストが大きく、地域社会への影響も大きいた
め、多大な時間を要し、実現性に乏しい

学校・ため池管理者との協議に時間を要する上に、
全川にわたり河道改修も必要となり、実現性に乏し
い

※１：1,314億円(利水容量も含むダム高76.5mの事業費)+56億円(利水縮小に伴う修正費用等)

※２：ダム案と同等の効果が発生すると仮定して算出したもの　　　※３：河道改修案と同等の効果が発生すると仮定して算出したもの

評価

安全度
(被害軽減効果)

コスト

地域社会への影響

環境への影響

実現性

指標

5km0

相川基準点

ダム

5km0

相川基準点

安威川全川
河道拡幅

5km0

相川基準点

安威川上流～遊水地
河道拡幅

遊水地

5km0

相川基準点

放水路

安威川上流～放水路
河道拡幅

5km0

相川基準点

安威川全川
河道拡幅

・・ ・

・ ・ ・ ・

・ ・ ・

・ ・ ・

学校貯留

ため池貯留

※２ ※２ ※３

※１
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4.4  複数の不特定利水対策案の立案・抽出 

4.4.1  不特定利水対策案の立案 

ダム及びダム以外の方法による利水対策案（17 案）の一覧表を表 4.4.1 に示す。 

 

表 4.4.1 不特定利水対策案一覧表 

利水手法 概要 

1 ダム 河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物 

2 河口堰 河川の最下流部に堰を設置することにより、淡水を貯留し、水源とする方策 

3 湖沼開発 
湖沼の流出部に堰等を設け、湖沼水位の計画的な調節を行って貯水池としての役割を
持たせ、水源とする方策 

4 流況調整河川 
流況の異なる複数の河川を連絡し、水量に余裕のある河川から不足している河川に水
を移動させ水源とする方策 

5 
河道外貯留施設  
（貯水池） 

河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする方策 

6 ダム再開発 既存のダムを嵩上げあるいは掘削することで利水容量を確保し、水源とする方策 

7 
他用途ダム容量の 
買上 

既存のダムの他の用途のダム容量を買い上げて新規利水のための容量とすることで、
水源とする方策 

8 水系間導水 
水量に余裕のある他水系から導水することで水源とする方策  
取水可能地点は、導水路の新設を前提としない場合には、導水先位置下流である 

9 地下水取水 
伏流水や河川水に影響を与えないよう配慮しつつ、井戸の新設等により、水源とする
方策 

10 ため池利用 主に雤水や地区内流水を貯留する目的で、ため池を改築することで水源とする方策 

11 海水淡水化 海水を淡水化する施設を設置し、水源とする方策 

12 水源林の保全 
主にその土壌の働きにより、雤水を地中に浸透させ、ゆっくりと流出させるという水
源林の持つ機能を保全し、河川流況の安定化を期待する方策 

13 ダム使用権等の振替 
需要が発生しておらず、水利権が付与されていないダム使用権等を必要な者に振り替
える方策 

14 
既得水利の合理化・ 
転用 

用水路の漏水対策、取水施設の改良等による用水の使用量の削減、農地面積の減尐、
産業構造の変革等に伴う需要減分を他の必要とする用途に転用する方策 

15 渇水調整の強化 
渇水調整協議会の機能を強化し、渇水時に被害を最小とするような取水制限を行う方
策 

16 節水対策 
節水コマなど節水機器の普及、節水運動の推進、工場における回収率の向上等により
水需要の抑制を図る方策 

17 雤水・中水利用 
雤水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進により、河川水・地下
水を水源とする水需要の抑制を図る方策 
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以降、検討は図 4.4.1 のフローに沿って行う。 

 

図 4.4.1 検討フロー 

 

 

ステップ１では、安威川の各区間における正常流量の把握を行った。各区間の正常流

量は表 4.4.2 に示すとおりである。 

 

表 4.4.2 各区間の正常流量 

単位：m3/s    

地点(管理区間) 

期間 

ダム地点 

(D,E,F 区間) 

千歳橋地点 

(B,C 区間) 

① 1～2 月 非灌漑期 0.170 0.200 

② 3 月 非灌漑期 0.170 0.200 

③ 4 月 非灌漑期 0.170 0.630 

④ 
5/1～5/10 代かき期 0.742 0.647 

5/11～6/30 灌漑期 0.600 0.642 

⑤ 7～8 月 灌漑期 0.600 0.312 

⑥ 
9 月 灌漑期 0.380 0.212 

10～11 月 非灌漑期 0.170 0.200 

⑦ 12 月 非灌漑期 0.170 0.200 

 

表 4.4.3 各地点の正常流量 

地点名 ダム地点 千歳橋 

必要な流量 

灌漑期(最大) 概ね 0.8 m3/s 概ね 0.7 m3/s 

非灌漑期(最大) 概ね 0.2 m3/s 概ね 0.6 m3/s 

 

1．安威川の正常流量 

2．各対策の概要 

3．各対策の可能性評価 

（安威川流域における適用の可能性を評価） 

4．利水手法の比較 

 

（詳細は 4.4.1） 

（詳細は 4.4.2） 

（詳細は 4.4.3） 

 

○どの区間でどれだけの流量が必要か 

○そもそも存在しない等、安威川流域で対

象とならない対策は対象外 

○実現性、持続性等から安威川流域での適

用が困難なものは対象外 

○絞りこんだ利水手法について比較 （詳細は 4.4.4） 
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図 4.4.2 各区間の正常流量
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4.4.2  不特定利水対策案の抽出 

4.4.1 で立案した利水対策案について、そもそも存在しない等、安威川流域では対象とならな

い手法は検討対象外とした。対象外となった案は表 4.4.4 の 6 案である。 

 

表 4.4.4 対象外の利水対策案とその理由 

利水手法 安威川での適用 

1 ダム   

2 河口堰   

3 湖沼開発 ×流域内に湖沼が存在しない 

4 流況調整河川   

5 河道外貯留施設（貯水池）   

6 ダム再開発 ×既設ダムが存在しない 

7 他用途ダム容量の買上 ×流域内に他用途ダムが存在しない 

8 水系間導水   

9 地下水取水   

10 ため池利用   

11 海水淡水化 ×流域が海と接していない 

12 水源林の保全   

13 ダム使用権等の振替 ×既設ダムが存在しない 

14 既得水利の合理化・転用   

15 渇水調整の強化   

16 節水対策 
×不特定利水は、維持流量、水利流量の確保を目的としているため、適
用は不可 

17 雤水・中水利用   

：そもそも存在しない等、安威川流域では対象とならない手法 
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4.4.3  安威川流域での適用の可能性評価 

対象外の 6 案を除く 11 案について、以下の観点から利水手法として適用の可能性があるかど

うかについて評価を行う。 

【評価の観点】 

○ 実現性 

（｢安威川の位置的条件｣｢関係者との調整｣｢法制度｣｢技術的な課題｣等を考慮して、安威川に

おける利水手法としての実現性について評価する） 

○ 持続性 

（その効果を将来にわたって持続可能か評価する） 

○ 効果の定量的評価 

（その効果が定量的に評価できるかどうか評価する） 

 

表 4.4.5 に、各対策案の可能性評価の一覧表を示す。表 4.4.5 より、ダム案、河道外貯留施設

（貯水池）案、ため池利用案以外は、適用困難であるため、検討対象外となった。 

 
表 4.4.5 各対策案の可能性評価一覧表 

対  策 

評  価 安威川 

での 

適用 

備 考 
実現性 持続性 

定量的 

評価 

1  ダム ○ ○ ○   

2  河口堰 ×（位置的条件） ○ ○ × 
正常流量の不足分を補給するためには、上流か

ら補給する必要があるため、揚水ポンプが必要。 

4  流況調整河川 ×（位置的条件） ○ ○ × 
他も同様の流況であることから渇水時における

流況調整は困難 

5  
河道外貯留施設 

（貯水池） 
○ ○ ○   

8  水系間導水 ×（位置的条件） ○ ○ × 近傍に水量に余裕のある水系が存在しない。 

9  地下水取水 ×（技術的課題） ○ △ × 
正常流量の不足分を補給できるだけの地下水の

安定した取水が困難。 

10  ため池利用 ○ △ ○  

既設ため池の改造（嵩上げ、掘削）による対応

が考えられる。  

ため池の保全に関する法制度の整備が必要。 

12  水源林の保全 ×（法制度） 
× 

(法制度) 
× × 

渇水時には水源林の水も枯渇している可能性が

高く、水源林による保水効果を定量的に見込む

ことは困難。 

14  
既得水利の  

合理化・転用 
×（関係者調整） △ ○ × 

水田面積に経年変化が見られず、既得水利の合

理化・転用は困難。 

15  
渇水調整の 

強化 
×（維持流量） △ ○ × 維持流量の渇水調整は不可能。 

17  雤水・中水利用 ×（技術的課題） ○ ○ × 
渇水時には雤水も不足しており、対策としては

困難。 維持流量、水利流量への中水利用も困難。 

：安威川では適用困難な手法 
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4.5  不特定利水手法の検討 

4.5.1  不特定利水手法の比較 

対策案 11 案のうち、安威川で適用が困難な 8 案を除いた 3 案（①ダム案、②河道外貯留施設

（貯水池）案、③ため池利用案）について対策案の比較を行った。 

 

抽出された 3 案の概要は以下のとおりである。 

 

(1) ダム案 

安威川ダムにより正常流量を確保する案。 

 

(2) 河道外貯留施設（貯水池）案 

自然放流が可能となるように、比較的宅地が少ない上流部に貯水池を設け、正常流量を確保

する案。 

 

(3) ため池利用案 

既存のため池を改良して貯留量を増加させ、正常流量を確保する案。 
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(1) ダム案 

 

【概要図】 

安威川ダム

神崎川合流地点

大正川合流地点

安威川新橋

宮鳥橋

千歳橋

茨木川合流地点

西河原橋

長ヶ橋

桑原橋

 

図 4.5.1 ダム案概要図 

 

  河川区分の境界 

  正常流量検討地点 
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河川 不特定

a 身替わり建設費 124,392 28,325
b 妥当投資額 573,384 28,325
c a・b　いずれか小 124,392 28,325
d 専用費 － －
e (c-d) 124,392 28,325
f 分離費用 73,565 7,008
g 残余便益 (e-f) 50,827 21,317
h 同上 (%) 70.5 29.5
I 残余共同費配分 35,833 14,994
j (f+I) 109,398 22,002
k 費用負担率 83.3 16.7

 

【基本的な考え方】 

茨木市生保、安威地先に中央コア型ロックフィルダムを築造し、正常流量を確保する。 

 

【事業費の算定】 

「分離費用身替り妥当支出法」を準用して事業費の算定を行った結果、ダム案の事業費は以下の

通りとなる。 

 
表 4.5.1 不特定利水ダム事業費の分離（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

528 億円（ダム残事業費）×16.7％（不特定利水のみ）＝88.2 億円 
 

ダム案事業費：約 88 億円 

 

【貯水池容量配分】 

貯水池の容量配分は、図 4.5.2 に示すように設定した。 

 

ダム高 76.5m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5.2 貯水池容量配分図 

▽ サーチャージ水位 EL.125.0m 

▽ 常時満水位 EL.99.4m 

▽ 最低水位 EL.90.2m 

洪水調節容量 14,000,000m3 

不特定利水容量 2,400,000m3 

流水の正常な機能の維持 1,400,000m3 

有効活用容量      1,000,000m3 

 

堆砂容量 1,600,000m3 

有効貯水容量 

16,400,000m3 

総貯水容量 

18,000,000m3 

▽ 基礎地盤 EL.55.0m 
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(2) 河道外貯留施設（貯水池）案 

 

【概要図】 

貯水池

東安威地区
35.1ha

桑原地区
5.3ha

神崎川合流地点

大正川合流地点

安威川新橋

宮鳥橋

千歳橋

茨木川合流地点

西河原橋

長ヶ橋

桑原橋

 

図 4.5.3 河道外貯留施設（貯水池）案概要図 

 

  河川区分の境界 

  正常流量検討地点 
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【基本的な考え方】 

合計 40.4ha の用地に 140 万 m3の貯水池を築造し、正常流量を確保する。 

貯水池の候補地として、できるだけ自然放流が可能となるように上流側で、宅地の少

ない地点を選定した。 

 

【工事概要】 

貯水池を 2 か所設けることにより、必要容量 140 万 m3を確保する。貯水池は、なる

べく上流に貯留するものとし、図 4.5.3 に示す 2 か所とする。 

 

桑原地区（桑原橋下流左岸側） 

堤長 L=935m 

用地面積 5.3ha 

補償物件 5 件 

東安威地区（是推橋 14.86ｋ下流右岸側) 

堤長 L=3,990m 

用地面積 35.1ha 

補償物件 85 件 

 

【事業費の算定】 

以上の条件により事業費の算定を行った結果、河道外貯留施設（貯水池）案の事業費

は以下の通りとなる。 

 

河道外貯留施設（貯水池）案事業費：約 529 億円 
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(3) ため池利用案 

 

【概要図】 

神崎川合流地点

大正川合流地点

安威川新橋

宮鳥橋

千歳橋

茨木川合流地点

西河原橋

長ヶ橋

桑原橋

 
図 4.5.4 ため池案概要図 

 

【基本的な考え方】 

既存のため池を改良して貯留量を増加させて対応する。既存のため池は 56 池、水面

積は 56万 m2である。これを改良して約 140万 m3の貯留を行い、正常流量を確保する。 

 

【事業費の算定】 

以上の条件により事業費の算定を行った結果、ため池案の事業費は以下の通りとなる。 

ため池案事業費： 約 574 億円 

  河川区分の境界 

  正常流量検討地点 
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4.5.2  各評価軸による評価手法と評価結果 

ダム案、河道外貯留施設（貯水池）案、ため池利用案の 3 案について、表 4.5.2 に示

す評価軸について比較検討を行う。 

 

表 4.5.2 評価軸一覧 

評価軸 評価の考え方 

目 標  

●必要な正常流量を確保できるか  

●段階的にどのように効果が確保されていくのか  

●どの範囲で、どのような効果が確保されていくのか  

コスト  
●完成までに要する費用はどのくらいか  

●維持管理に要する費用はどのくらいか  

実現性  

●土地所有者等の協力の見通しはどうか  

●関係する河川使用者の同意の見通しはどうか  

●その他の関係者との調整の見通しはどうか  

●事業期間はどの程度必要か  

●法制度上の観点から実現性の見通しはどうか  

●技術上の観点から実現性の見通しはどうか  

持続性  ●将来にわたって持続可能といえるか  

地域社会への影響  

●事業地及びその周辺への影響はどの程度か  

●地域振興に対してどのような効果があるか  

●地域間の利害の衝平への配慮がなされているか  

環境への影響  

●水環境に対してどのような影響があるか  

●生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体にどのような影響があるか  

●土砂流動はどう変化し、下流河川・海岸にどのような影響があるか  

●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか  
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上記評価軸について比較検討を行う。ダム案は実現性、コスト、持続性において他の

案より有利であり、現計画を推進すれば完成するため、早期の完成が見込める。一方、

河道外貯留施設（貯水池）案はコストが大きく、用地の買収が必要となり、早期の完

成は望めない。ため池案では、必要容量が大きく既存のため池の改良だけで容量確保

できるかの保証がない。また、持続させるために法制度の見直しが必要となる可能性

もある。よって、不特定利水手法として、ダム案が最適であると判断できる。 

 

 

表 4.5.3 (1) 対策案比較一覧表（概要版） 

   ①ダム ⑤貯水池 ⑩ため池 

目標  正常流量を満足できる  正常流量を満足できる  

既存のため池改良だけでは

正常流量を満足できない可

能性がある  

コスト  
残り 約 ８８億円※1 

（全体 約２２９億円） 
約５２９億円 約５７４億円 

実現性  実現可能  
大規模な用地買収が必要と

なるが、実現は可能  

用地買収しないため、水利

権者、地権者等との協議が

必要  

持続性  持続可能  持続可能  
ため池を保全するための方

策(法制度等)が必要となる  

地域社会への影響  
ダム周辺の住民に影響が

ある 

貯水池予定区域で用地買

収、家屋移転が発生する 

ため池を改修するため、所

有者への影響が考えられる  

環境への影響  

貯留水の水温、水質に影

響を及ぼす可能性があ

り、環境対策が必要な場

合がある 

貯留水の水温・水質に影響

を及ぼす可能性があり、環

境対策が必要な場合がある 

安威川の水質、水温への影

響は軽微  

総合評価  

現計画で施工可能であり

確実に効果を評価できる 

効果は評価できるが、費用

が高く、用地買収等課題が

大きい  

確実に目標を達成できるか

評価できず、費用も高い  

○ × × 

※1：ダム事業費（全体、残事業費）×１６．７％ 

   ⇒ 16.7% : 「分離費用身替り妥当支出法」を準用して、不特定利水相当分として算出 

   （「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」の補足より） 
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表 4.5.3 (2) 対策案比較一覧表 

 

評価軸 評価の考え方 (1)ダム案 (2)河道外貯留施設(貯水池)案 (3)ため池利用案 

目 標 ●必要な正常流量を確保できるか ・10年に1回程度の渇水に対して確保することができる。 ・10年に1回程度の渇水に対して確保することができる。 ・既存のため池改良だけでは正常流量を満足できない可能性がある。 

・丌足する場合、ため池を新設する等により10年に1回程度の渇水に対

して確保。 

●段階的にどのように効果が確保され 

ていくのか 

・ダムの完成により効果を確保 ・貯水池の完成により効果を確保 ・既存ため池の改良を行うごとに順次、効果を確保していく。 

●どの範囲で、どのような効果が確保 

されていくのか 

・ダムより下流において正常流量を確保 ・貯水池より下流において正常流量を確保。 

・貯水池より上流においては、ポンプアップ等の対策が必要。 

・ため池からの導水箇所より下流において正常流量を確保。 

・丌足する区間については、ポンプアップ等の対策が必要。 

●どのような水質の用水が得られるか ・安威川上流からダム貯水池への流入水 ・雨水及び安威川から取水した流水 ・ため池へ流入する雨水等 

コスト ●完成までに要する費用はどのくらい 

か 
残り 約88億円（全体 約229億円） 約５２９億円 約５７４億円 

●維持管理に要する費用はどのくらい 

か 
年間 約０．３億円 年間 約０．１億円 

・ため池の管理（主に運用操作）費用、 

 導水路の維持管理費用が必要。 

実現性 ●土地所有者等の協力の見通しは 

どうか 

・用地買収99％完了 

 家屋移転完了 (全体約142ha,移転69戸) 

・用地買収 約40ha 

  移転 約90戸が新たに必要。 

・ため池については、用地買収を行わないため、ため池所有者の理解が必

要。 

・あわせて、水利権者との調整も必要。 

●関係する河川使用者の同意の見通し 

はどうか 

・関係者との調整済 ・ダム案とほぼ同等の水量、水質が確保されれば、課題は少ないと考えら

れる。 

・ダム案とほぼ同等の水量、水質が確保されれば、課題は少ないと考えら

れる。 

●その他の関係者との調整の見通しは   

どうか 

・特になし ・特になし ・特になし 

●事業期間はどの程度必要か ・約７～８年程度 ・地権者、水利権者との再調整が必要であり、期間は未定 ・地権者、水利権者との再調整が必要であり、期間は未定 

●法制度上の観点から実現性の 

  見通しはどうか 

・問題なし ・問題なし ・ため池の保全に関する法制度の整備が必要。 

●技術上の観点から実現性の見通しは 

 どうか 

・問題なし ・問題なし ・ため池から安威川周辺までの導水路の整備、維持管理手法に 

課題あり。 

持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか ・適切に維持管理することにより持続可能。 ・適切に維持管理することにより持続可能。 ・ため池の機能の継続についての担保（法制度等）が必要。 

地域社会 

への影響 

●事業地及びその周辺への影響は 

  どの程度か 

・ダム貯水池内の農地・家屋移転、道路の付け替えが生じる。 

ダム周辺地域に生活拠点を持つ人に影響を不える。 

       （ダム用地 約142ha）   ⇒ 対応済 

・ダム下流の貯水池候補地（主に田畑）として約40haの用地買収が必

要であり、土地所有者の家屋移転や営農への影響が新たに生じる。                                                                                                                                                                  

・ため池の改修が必要となるため、ため池所有者に多少影響が生じる。 

●地域振興に対してどのような効果が 

あるか 

・道路整備や湖面利用により、地域振興につながる可能性がある。 ・貯水地の有効活用により、周辺住民の自然学習の場等の利用方法の可能

性がある。 

・特になし 

●地域間の利害の衝平への配慮が    

  なされているか 

・ダム下流全区間で正常流量が確保される。 ・貯水池候補地の土地所有者については用地買収が必要となり、地域間の

丌衡平が生じる。 

・丌衡平の解消のために、流量丌足となる区間については、ポンプアップ

等の別途対策が必要。 

環境への 

影響 

●水環境に対してどのような影響があるか ・ダムに貯水することにより、安威川の水温、 水質に影響を及ぼすため、

選択取水設備や曝気設備等の対策により影響を緩和。 

・常時は安威川の水質、水温について影響は軽微であるが、貯水池から放

流する場合には、水温、水質の改善策が必要。 

・安威川の水質、水温について影響は軽微。 

●地下水位、地盤沈下や地下水の塩水 

化にどのような影響があるか 

・地下水取水はないため、影響なし ・地下水取水はないため、影響なし ・地下水取水はないため、影響なし 

●生物の多様性の確保及び流域の自然 

環境全体にどのような影響があるか 

・ダム周辺の自然環境を改変する。 

・ダム湖の富栄養化の可能性あり。 

・貯水池候補地の自然環境を改変する。 ・影響は軽微 

●土砂流動はどう変化し、下流河川・ 

  海岸にどのような影響があるか 

・上下流の連続性が分断される影響について検討する必要がある。 ・影響は軽微 ・影響は軽微 

●景観、人と自然との豊かな触れ合いに 

どのような影響があるか 

・ダム、ダム湖による新たな人と自然のふれあいを創造することが可能 ・貯水池において人と自然との豊かなふれあいの場を創造することが可

能。 

・影響は軽微 
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表 4.5.4 ダム規模比較表 

評価軸 評価の考え方 現計画(76.5m) 縮小案(75.0m) 流水型案（72.0ｍ） 

ダム諸元 ダム高：76.5m 
湛水位：EL.125.0ｍ 
常時満水位：EL. 99.4ｍ 

湛水面積：81ha(常時：33ha) 

ダム高：75.0m 
湛水位 ：EL.123.7ｍ 
常時満水位：EL. 96.1ｍ 

湛水面積：78 ha (常時：28 ha) 

ダム高：72.0ｍ 
湛水位 ： EL.120.5ｍ 
常時満水位： EL.  －m 

湛水面積：78 ha (常時：－ ha) 
        ※ダム諸元については、仮設定 

安全度 ●河川整備計画レベルの目標に対

し安全を確保出来るか 

・治水目標 1/100に対し、洪水を安全に流下させることができる。 
同 左 

・治水目標 1/100に対し、 洪水を安全に流下させることができる。 

・流木対策工については、別途検討が必要。 

●目標を上回る洪水等が発生した

場合にどうなるか 

・ダム貯水池容量以上の洪水に対しては効果がほとんどなくなる。 
同 左 同 左 

●段階的にどのように安全度が確
保されていくのか、 

完成時期はどうなるか 

・ダム完成により目標の安全度を確保。 ・ダム完成により目標の安全度を確保。 
・設計の見直しにより現計画案から約 2年の遅れが発生。 

・設計見直しに先立ち、計画変更に伴う周辺住民との協議期間が必要。 
(協議期間は予測できない) 

・ダム完成により目標の安全度を確保。 
・設計の見直しにより現計画案から約 2年半の遅れが発生。 

・設計見直しに先立ち、計画変更に伴う周辺住民、河川者との協議期間が必要。 
(協議期間は予測できない) 

コスト ●完成までに要する残事業費はど
のくらいか 

・本体工事費：約 235億円 
・計画変更中の費用：約 0.3億円 
■合計 約 235.3億円 

・本体工事費：約 228億円 
・計画変更中の費用：約 7.6億円 
■合計 約 235.6億円 

※ほかに事務所人件費 2年分 約 5億円 

・本体工事費：約 219億円 
・計画変更中の費用  ：約 10.5億円 
・転石、流入土砂対策：約 10.3億円 

・その他（流木対策外）  α 億円 
■合計 約 239.8億円＋α 
※ほかに事務所人件費 2.5年分 約 7.5億円 

●維持管理に要する費用はどのく
らいか 

・貯水池内の維持管理面積約 48ha     
(81-33ha) 

・貯水池内の維持管理面積 約 53ha 
 (81-28ha) 

・貯水池内の維持管理面積 約 80ha 
 (81ha-水面分) 

実現性 
 

●周辺住民等の協力の見通しはど
うか 

・問題なし ・計画変更に伴う事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの遅れについて協議が必要。 
・「検討の場」において、流域市から早期治水効果の発現も求められており、協力
が得られない可能性がある。 

・計画変更に伴う事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの遅れ、周辺整備基本方針の見直しについて協議が必
要であり、協力が得られない可能性がある。 

・「検討の場」においても流域市からは早期治水効果の発現も求められており、協力

が得られない可能性がある。 

●関係する河川使用者(農業水利
等)の同意の見通しはどうか 

・問題なし ・計画変更に伴う事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの遅れについて協議が必要である。 ・事業ｽｹｼﾞｭｰﾙの遅れに加えて、正常流量が確保できないことから、河川使用者と十
分な協議が必要であり、協力が得られない可能性がある。 

 

●法制度上の観点から実現性の見

通しはどうか 

・問題なし ・問題なし ・河川整備計画、安威川ダム全体計画の抜本的な見直しが必要。 

●技術上の観点から実現性の見通
しはどうか 

・問題なし ・水位変動条件の変更に伴い、洪水吐き、減勢工については、水理模型実験によ
る検証が必要。 

・水位変動条件が大幅に変更となることから、 洪水吐き、減勢工について、設計の
見直し、水理模型実験による検証が必要。 

・常用洪水吐きが高圧管となり、かつ土砂混入もあることから、慎重な検討が必要。 

持続性 ●将来にわたって持続可能といえ

るか 

・適切に維持管理することにより持続可能 
同 左 同 左 

柔軟性 ●地球温暖化に伴う気候変化や尐
子化など、将来の不確実性に対し

てどのように対応できるか 

(治水)貯水池内の掘削等により対応 
(利水)ダム操作の運用見直し、有効活用できる容量等により対応 

(その他)緊急時に貯水容量の活用が可能 
<生活用水・消火用水等の水利用、発電等> 

(治水)貯水池内の掘削等により対応 
(利水)ダム操作の運用見直し等により対応 

(その他)緊急時に貯水容量の活用が可能 
<生活用水・消火用水等の水利用、発電等> 

（治水）貯水池内の掘削等により対応 
（利水）対応不可 

地域社会
への影響 
 

●事業地及びその周辺への影響は
どの程度か 

・問題なし ・一部(ダム高 1.5m分)不要となる用地が発生。 
・ダム高変更により、左岸道路からダム天端(管理所等)へのすりつけ道路が必要。 

・一部(ダム高 4.5m分)不要となる用地が発生。 
・ダム高変更により、左岸道路の縦断線形、法線の変更が必要。 

●地域振興に対してどのような効

果があるか 

・安威川ダム周辺整備基本方針にもとづく地域振興案を検討中。 ・ダム高、貯水池面積は変更となり、多尐影響が発生。 ・ダム貯水池がなくなることから、安威川ダム周辺整備基本方針にもとづく地域振

興案について、抜本的な見直しが必要。 
 (周辺整備に関する検討会をすでに開催している地元地区あり) 

●地域間の利害の衝平への配慮が
なされているか 

・ダム周辺の事業により、下流も含めた全域の治水上の安全が保たれる。 ・計画変更に時間を要するため、ダム下流の浸水被害の解消に遅れが発生する。 ・計画変更に多大な時間を要するため、ダム下流の浸水被害の解消に大幅な遅れが
発生する。 

環境への

影響 
 

●水環境に対してどのような影響

があるか 

・ダム貯水池の富栄養化の可能性あり。 ・ダム貯水池の富栄養化の可能性あり。 ・下流への土砂供給が主に洪水初期及び末期に行われるため、その間は濁水が発生 

●地下水位、地盤沈下等にどのよ

うな影響があるか 

(ダム上流)常時満水位近傍の標高については、地下水位への影響が生じる可能性

あり。 
(ダム下流)ダム基礎岩盤の止水性確保のため、基礎処理を行うことから地下水位
へ影響を及ぼす。 

同 左 

ダム上流)地下水位への影響はほぼないと考えられる。 

(ダム下流)現計画と同様、基礎処理を行うことから、地下水位へ影響を及ぼす。 

●生物の多様性の確保及び流域の
自然環境全体にどのような影響が
あるか 

(土砂供給の変化)：粗粒化により、砂礫底を棲家とする底生生物や産卵環境とす
る魚類に影響が及ぶ可能性がある 
(流量変化)：洪水流量の減尐に伴い、攪乱頻度や掃流力が低下し、付着藻類の剥

離更新頻度の低下により水生生物の多様性を減尐させる可能性がある。 

同 左 

(土砂供給の変化)：ダム上流からの土砂供給があるため、貯留型に比べると及ぼす
影響の程度は低減される。 

(流量変化)：貯留型ダムと同じく流況の変化が発生するため、及ぼす影響はほぼ同

様と考えられる。 

●土砂流動はどう変化し、下流河

川にどのような影響があるか 

・長ヶ橋～ダム地点では、河床材料が粗粒化すると考えられる。 粗粒化の対策

を行う場合には、「ﾌﾗｯｼｭ放流＋土砂還元」が必要。 
・河床の構成材料が 70mm以下の区間で河床低下が予測される。 

・現計画案とほぼ同じ。ただし、有効活用できる容量を持たないため、「ﾌﾗｯｼｭ放

流」等の対策をとることが現計画案よりも困難。 

・ダム上流からの土砂供給があるため、貯留型に比べると、「粗粒化」「河床低下」

の程度は低減される。 

●景観、人と自然との豊かな触れ

合いにどのような影響があるか 

・ダム、ダム湖による新たな人と自然のふれあいの場を創造(周辺整備基本方針) 

・正常流量の確保により下流河道の景観へ配慮。 
同 左 

・周辺整備基本方針の見直しが必要。貯水池整備及び適切な維持管理を行うことに

より、人と自然のふれあいの場の創造が可能。 

●正常流量を確保できるか ・正常流量の確保が可能 

・有効活用できる容量により、将来的な変動に一部対応が可能。 

・正常流量の確保が可能 ・正常流量が確保できない。 
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4.6  検証対象ダムの総合的な評価 

4.6.1  治水手法に関する評価結果 

  【安全度】 

   ・各案とも、治水目標とする時間雤量 80 ﾐﾘ程度(1/100)に対し、洪水を安全に流下さ

せることができる。 

   ・ダム案では、ダムが完成した時点で目標の治水安全度を確保。その他の案では、

下流から順次、目標の治水安全度を確保。 

【コスト】 

   ・完成までに要する費用はダム案が最も安価である。維持管理に要する費用はダム

案、河道改修＋放水路案が他の案に比べて高額となる。 

   ・河道改修案、河道改修＋流出抑制案では、下流の神崎川への流量増が発生するた

め、神崎川の治水対策が追加で必要となり、別途コストがかかる。 

【実現性】 

 ・ダム案はすでに用地買収、代替地移転が完了している。その他の案では、安威川

周辺の市街地において新たに用地買収、家屋移転が必要であり、かつ道路橋、鉄

道橋の改築も伴うため、実現性に課題がある。 

 ・また、放水路案では、淀川への放流調整も必要であり、実現が困難。 

【持続性】 

 ・河道改修＋流出抑制案は学校、ため池の機能の継続についての担保が必要。その

他の案では、適切に維持管理することにより、治水効果の持続が可能。 

【柔軟性】 

 ・ダム案、河道改修＋遊水地案は貯水池の掘削等により、洪水調節能力の向上が可

能。その他の案では、河床掘削や堤防の嵩上げにより、流下能力の向上が可能。 

【地域社会への影響】 

 ・ダム案ではダム周辺地域に生活拠点を持つ住民に影響がある(代替地移転等を実施

済)。その他の案では、河道改修により、河道沿いの家屋移転に加えて、中流部の

物流拠点やその他公共施設の移転等新たな地域社会への影響が大きい。 

【環境への影響】 

 ・ダム案では、ダム周辺の自然環境を改変する。その他の案では、河道改修により

河道内の自然環境の改変が発生する。 

 

  ○治水手法の総合評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダム案がコストが最も小さく、かつダム案以外では、用地買収、家屋移転やその他

公共施設等の移転が必要であり、安威川周辺の地域社会への影響が非常に大きく、

多大な時間を要するとともに実現性に課題がある。 

・ダム案では、ダム周辺の自然環境を改変することから、環境保全対策が必要である。 

                   ↓ 

・以上のことを総合的に評価すると、ダム案が最適であると考えられる。 
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 4-75 

4
.安
威
川
ダ
ム
検
証
に
係
る
検
討
の
内
容

 

4
.6

 
検
証
対
象
ダ
ム
の
総
合
的
な
評
価

 

4
.6

.2
 
利
水
手
法
の
総
合
評
価

 

4.6.2  不特定利水手法に関する評価結果 

  【目標】 

 ・ダム案、河道外貯留施設案では 10 年に 1 回程度の渇水に対して正常流量を確保す

ることができる。 

 ・ため池利用案では、既存のため池改良だけでは満足することができない可能性が

ある。 

【コスト】 

   ・完成までに要する費用はダム案が最も安価である。 

【実現性】 

   ・ダム案はすでに用地買収、代替地移転が完了している。河道外貯留施設案では新

たに用地買収、家屋移転が必要となり、土地所有者、水利権者との再調整が必要

であり、実現性に課題がある。 

   ・ため池利用案では、ため池所有者とため池改良、運用操作等の管理についての調

整が必要である。 

【持続性】 

 ・ダム案、河道外貯留施設案では、適切に維持管理することにより持続が可能。た

め池利用案ではため池の保全について担保が必要となる。 

【地域社会への影響】 

 ・ダム案ではダム周辺地域に生活拠点を持つ住民に影響がある（代替地移転等を実

施済）。河道外貯留施設案では新たに家屋移転や営農への影響が発生する。ため池

利用案では、ため池の改修により、多少の影響が発生。 

【環境への影響】 

 ・ダム案、河道外貯留施設案では、貯留水及び安威川の水温、水質に影響を及ぼす

ため、対策が必要。 

 

  ○不特定利水手法の総合評価  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ダム案がコストが最も小さく、かつダム案以外では、新たな用地買収、家屋移転の

発生やその他関係者等との調整が必要であり、実現性に課題がある。 

・ダム案、河道外貯留施設案では、水温、水質への影響緩和対策が必要。 

                  ↓ 

・以上のことを総合的に評価すると、現計画の正常流量を確保する場合の不特定利

水手法については、ダム案が最適である。 



4.安威川ダム検証に係る検討の内容 

4.6 検証対象ダムの総合的な評価 

4.6.3 総合評価 
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4.6.3  総合評価 

以上から、治水手法、不特定利水手法ともにダム案が優位であり、総合的な評価とし

てダム案が最適であると判断した。 
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5.関係者の意見等

5.1 関係地方公共団体からなる検討の場

安威川ダムの検証にあたっては、流域関係市の代表を交え、安威川の治水計画及び不特定

利水計画について、検討を行った。構成員からは、これまでの事業の経緯や地域の実情も踏

まえ、早期の安威川ダム建設を望む意見があった。

会議は原則公開とし、会議終了後にも大阪府のホームページ等で情報提供を行い、府民意

見の募集も行った。

表 5.1.1 安威川ダム検証に係る検討の場 構成員

区分 構成員

構成員

茨木市長

大阪市長

吹田市長

摂津市長

高槻市長

検討主体

（大阪府）

都市整備部長

都市整備部河川室長

茨木土木事務所長

安威川ダム建設事務所長

表 5.1.2 安威川ダム検証に係る検討の場 幹事会構成員

区分 団体名 構成員

構成員

茨木市 建設部ダム・新名神推進課

大阪市 建設局下水道河川部河川課

吹田市 下水道水循環室下水道管理課

摂津市 土木下水道部下水道事業課

高槻市 建設部土木室計画課

検討主体

大阪府 都市整備部河川室

茨木土木事務所

安威川ダム建設事務所

○第１回 検討の場

日 時：平成23年2月18日（金）15:30～17:30

場 所：大阪府立男女共同参画・青少年センター５階 視聴覚スタジオ

出 席：大阪府（都市整備部長、河川室長、茨木土木事務所長、安威川ダム建設事務所長）

大阪市建設局理事、吹田市副市長、高槻市長、摂津市長、茨木市長

概 要：安威川の治水計画及び不特定利水計画について検討を行った。

その結果、「コストからみてダム以外の手法は取り得ない」「下流流域市としては、

一日も早い治水対策の完成が待たれる」等の意見があった。



5.関係者の意見等
5.1 関係地方公共団体からなる検討の場
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○第２回 検討の場

日 時：平成23年5月12日（木）10:00～11:00

場 所：大阪府立男女共同参画・青少年センター５階 特別会議室

出 席：大阪府（都市整備部長、河川室長、茨木土木事務所長、安威川ダム建設事務

所長）

大阪市建設局理事、吹田市副市長、高槻市長、摂津市長、茨木市長

概 要：安威川の不特定利水計画について検討を行った。

その結果、「ダムにより正常流量を確保することは妥当」等の意見があった。
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5.2 情報公開、パブリックコメントの実施

大阪府が作成した「安威川ダム事業の検証に関する報告書（素案）」について、府民意

見募集を行った。（平成 22年 11月 22日から 12月 10日）

頂いたご意見の総数は 95件（意見書に複数意見が書かれたものをそれぞれ 1件として

算定）であった。

ご意見の項目としては、以下のとおりである。

１）検証作業全般に関するもの（9件）

２）治水手法に関するもの（121件）

３）自然環境に関するもの（23件）

４）地質、断層等に関するもの（18件）

５）流出計算等に関するもの（13件）

６）事業の進め方に関するもの（6件）

７）過去の浸水被害に関するもの（3件）

こうした府民意見募集以外にも、河川整備委員会において、毎回一般傍聴者の意見陳述

の時間を設けるとともに、委員会終了後に意見記入シートに記入いただく等、情報公開及

び意見募集を行った。また、大阪府の HP に傍聴者意見を掲載し、あわせて随時意見募集

を行うなど、情報公開に努めている。

「安威川ダム事業の検証に関する報告書（素案）」に対するパブリックコメント結果を以

下に示す。
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1) 検証作業全般（9件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

検
証
体
制
に
つ
い
て

・現行治水計画を一旦オールリセットして治水手法を一

から抜本的に見直してください。これからのあるべき治

水対策を今新たに検討するためには、ダム建設に拘泥

する河川室ではなく 、中立的立場の機関が事務局を担

うべきです。広く府民を交えた公開の議論を経て、治水

計画を策定すべきです。

・公平、公正な検討主体として第3者委員会を公募、公

選して立ち上げる必要がある。

・徹底した情報公開の上で２～３年時間をかけて過半

の住民参画の もとで慎重審議を尽く し、最終的には

住民投票の実施を要望。

・検証については、河川整備委員会においてしっかりと

審議いただきたい。

・これまでの治水計画、不特定利水計画の妥当性

も含めて検証を実施しており、検討にあたっては、

情報公開、関係住民の意見聴取等を行い、透明性

の確保を図り、地域の意向を十分に反映するため

の措置を講じていく とともに、河川整備委員会にお

いて十分にご審議いただきます。

・なお、大阪府が検証に係る検討に必要となる情報

等を保有しており、検討主体となって、住民の皆様

の安全に対して責任をもって検討することが適切で

あると考えています。

検
証
作
業
に
つ
い
て

・府民意見募集する期間が短すぎる。 ・今後、府民のみなさまに早期に意見募集期間等

についてお知らせできるよう 周知徹底に努めてまい

ります。なお、河川整備委員会の資料を大阪府 HP

上に掲載するとともに、随時、意見募集を行ってお

ります。

・安威川ダム計画は、2005 年大阪府建設事業評価委

員会で事業継続妥当と結論されているにも関わらず、

今回の検証を行っており、その位置づけが理解できな

い。検討に無駄な時間を費やしているとしか思えない。

・時点ごとの検討・検証は必要である。しかし、無駄な

検討・検証は時間の無駄。そのことにより、洪水被害の

リスクが増大したら流域住民として我慢できない。

・５年ごとに事業再評価を実施することとなってお

り、あわせて、今回のダム検証は、従来のダムの代

替案検討において、よく用いられてきた河川を中心

とした対策に加えて流域を中心とした対策を含めて

幅広い治水対策案を検討し、さまざまな評価軸によ

る評価を行う など、これまでと異なる手順や手法

で、予断を持たずに検証を進めることとしていま

す。

・検証に係る検討にあたっては、効率的かつ適切

に進めることが必要と考えています。

文
言
等
に
つ
い
て

・評価軸の柔軟性について、全ての計画において、あ

る程度の現象への対応は一部可能であるが、全面的

ではない。不確実性のものは予測困難であり、全てに

おいて対応できるかのよう な記述は誤解を生む。

・「…対応」→「…対応できる可能性がある」と修正し

ます。

・流水の正常な機能の維持への影響として、ダム案以

外の水深は明らかに浅くなる。ダム案の1/10 規模の渇

水への対応は計画基準年での対応であり、気象条件

によっては対応不可能であり、誤解を生む。

・ダム案以外の案の場合、瀬や淵を設ける等、河道

改修の手法によっては、水深を維持できる場合もあ

るため、「水深が浅くなる場合がある」としておりま

す。

・ご意見のとおり、気象条件によって対応不可能な

ケースもありますが、実績の雨量、流量データをもと

に計画を立てていることから、概ね10年に1度相当

の渇水に対応とご理解いただきたい。
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2)治水手法に関するもの（121件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

治
水
手
法
の
選
定
に
つ
い
て

・安威川ダム建設計画を撤回して、堤防強化と河道改修など

ダムによらない治水対策を検討してください。

・安威川ダム計画を一旦凍結し、洪水時の最大流量やダム

以外の経費算定をやりなおし、ダムに寄らない、しかも経費

を削減できるよう な、府民の納得の行く治水対策を検討する

よう 求めます。

・安威川流域のように流域面積が小さく 、下流域に市街地が

発達している地域で全域的に治水効果を発揮する手段とし

ては、ダムが最適であることは明白。

・流域治水という 理念で河川改修を主とした治水計画を策定

するのが一番適切なやり方である。

・安威川の堆積土砂の浚渫や堤防の改修、支川の河川改

修、公共下水道と水路改修、雨水浸透・貯留施設設置の促

進などがダム建設よりもコストが安く、災害防止になる。

・総合治水こそ、下流の都市型水害防止に最も有効。

・財政負担の面からも最も優れた計画案を選び、府民に比

較・公表すべきである。

・安威川の氾濫特性、周辺の土地利用状況

を踏まえて、各治水対策案について、さまざ

まな評価軸による評価等を行い、最も効果

的、効率的な手法を選択することとしておりま

す。

流
域
対
応
に
つ
い
て

・ダムに頼らず、河川の溢水と内水による浸水の両面から対

策を考えるべき。

・内水害対応こそしっかりやるべきである。

・安威川下流部への負担軽減のため、ポンプによる本川へ

の雨水排水システムを見直すとともに、番田川の機能を生か

す方策を検討するとともに、内水対策のための雨水浸透貯

留施設の分散設置などを進めること。

・上流部の開発規制強化、森林整備、土砂流出防止のため

の沈砂池の設置を進めること。

・流域の下流部が内水域となっており、下水

道についても整備が進められており、雨水ポ

ンプ場からの放流水を確実に流下できるよう

に安威川の治水対策を進めてまいります。

・「様々な降雨により想定される河川氾濫・浸

水の危険性から、人命を守ることを最優先と

する」という 基本理念に基づき、治水手法の

組合せについては、治水施設の整備に加え

て「流出抑制」「耐水型都市づく り」「情報伝

達・避難」の実施が必要と考えております。

事
業
費
に
つ
い
て

・府は治水の５案を比較し、ダム建設が最も低廉と試算して

いるが、各案の詳細は理解不能で、ダム案を選択するため

の比較に見える。

・ダム残事業費528 億円はどの程度信頼できるのか？

・ダム事業は莫大なお金がかかる。

・検証対象ダム事業などの点検にあたって用

いた基礎資料については、適切に情報公開

を行ってまいります。

・河川改修、流域対策＋河川改修の案について、神崎川の

流量が増加するが、神崎川の改修費用は不要なのか。

・河道改修（＋放水路＋流域対応）は計画基準点相川から

下流での安全度が確保されておらず、相川下流のコスト移行

の評価軸が欠落している。

・今回の治水対策案の比較においては、安威

川の改修に必要な費用を計上しております。

・ご指摘のとおり、神崎川の流量増となる案に

ついては、別途、神崎川の改修費用が必要と

なってまいります。

・ダムには寿命があることから、撤去に関わる全費用をコスト

に見込まなければならない。

・ダム案及びダム以外の案においても、一般

的な耐用年数が設定されておりますが、適正

な維持管理を行う ことにより撤去せずに長寿

命化を図ることとしております。

・ダム設置によって失う自然からの恩恵を明らかにし、観光

関連収入損失、水産業収入損失などをコストに算入すべ

き。

・いただいた御意見の観光関連、水産業等の

項目については、便益、損失ともに発生する

可能性がありますが、価値換算の手法が確立

されていないため、現在の算出手法には含ん

でおりません。

・河川堤防の維持管理が計上されていない。 ・すべての案について、河川堤防の維持管理

は必要となるため、比較の対象からは除外し

て検討を行っております。

（次ページに続く）
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いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

放
水
路

・放水路＋河道改修は安威川の洪水ピークと淀川のピ

ークが同時に発生する可能性があり、淀川の洪水被害

リスクが大きくなり、淀川流域の理解を絶対に得られな

いことから、計画そのものがあり得ない。

・ご指摘のとおりであり、放流にあたっては管理者

の理解を得るため、実現性について課題があると

の整理をしています。

実
現
性

・ダム案に比較して桁が違う 移転を伴う 計画は実現不

可能。また、許可工作物等の施設も多く 、コスト以外に

時間も要する。

・ダムは早期に完成するが、それ以外の案は完成まで

に長期間を要する。完成までの被害発生の可能性を

費用として考慮すべきではないか。

・ご指摘のとおり、ダム以外の案については、用地

買収や地域社会への影響等から実現性に課題が

あると考えております。

ダ
ム
の
治
水
効
果
に
つ
い
て

・ダムには限界があり、洪水を全面的に防ぐ能力を持た

ない。

・ダムができればそれだけですべての洪水が完全に防

げるとは思えない。

・１時間に 100 ミリを越すゲリラ豪雨が見られるよう にな

った今日、府の解析図にも示された安威川左岸地域の

膨大な危険地帯がダムによってカバーできるのか極め

て不安。

・ダム建設によって大被害を解消できるとみているが、

ダム容量以上の降雨による洪水や氾濫が起こることは

容易に推測できる危険を安全だと誤解させるダムはか

えって不要である。

・ダム案に限らず、治水施設の整備だけでは、いか

なる洪水に対しても全面的に防ぐ能力を有すること

はできないため、「流出抑制」「耐水型都市づく り」

「情報伝達・避難」の実施が必要と考えております。

・治水能力はダムの計画規模の範囲内でしか役に立た

ない。

・ダム案や遊水地案等の貯留施設では、雨の降り

方によっては、効果がない場合もありますが、一般

的にはピーク時の流量を低減する効果があります。

ダムは建設後、土砂の流入により貯水機能を失ってし

まう 。

・土砂の流入によっても、洪水対策の必要容量が

確保できるよう 、100 年分の堆砂容量を確保するこ

ととしており、適正な維持管理により貯水機能は確

保できると考えております。

ダムの貯水による砂の滞留で川の下流、特に河口の砂

州がなくなる、また放水による危険も増える。

・ダム事業による何らかの自然環境への影響が不

可避である以上、ダム事業による環境影響を可能

な限り小さくするため、専門家の意見も伺いなが

ら、回避・低減・代償の観点から周辺の自然環境保

全対策の検討を進めることとしております。

・放流については、自然調整方式であり、ダムがな

い場合より流量が増えることがないため、危険が増

えることはないと考えております。

ダ
ム
の
容
量
に
つ
い
て

・ダムを治水と水力発電に用途変更し治水機能の充実

と、当初計画堤体高とし貯水量を確保できないものか。

・水道容量活用方策として「環境容量（流況改善）」案を

採用することとし、さらに本川上流（採石場まで）の流況

（特にビオトープ)改善を図ってはどうか。

・治水手法がダム案となった場合には、今後、河川

整備委員会、自然環境保全対策検討委員会にお

いて、ご審議いただきます。

・地球温暖化の影響については、予測し得ないのが現

状。利水に対しては、水を貯留し渇水時に放流するし

かなく 、貯留施設を再度建設するとなると費用が増大

する。こう したことから、本計画から利水を除いた理由が

理解できない。

・昨年実施した水需要予測により、既存水源量内で

供給が可能となりました。このため、水需要上の必

要性が無いにもかかわらず、水源開発を継続し、さ

らなる投資をすることについては、府民や受水市町

村の理解が得られないと判断したことから安威川ダ

ムからの利水撤退を決定したものです。

緊
急
避
難

・緊急避難など防災システムの確立を進めること。

・どのような洪水対策をしてもそれを超える洪水は必ず

起きる。避難システムの確立を進めるべきだ。

・「様々な降雨により想定される河川氾濫・浸水の

危険性から、人命を守ることを最優先とする」という

基本理念に基づき、治水手法の組合せについて

は、治水施設の整備に加えて「流出抑制」「耐水型

都市づく り」「情報伝達・避難」の実施が必要と考え

ております。
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3)自然環境に関するもの（23件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

ダ
ム
に
よ
る
自
然
環
境
へ
の
影
響

・ダム建設予定地は貴重な種類を含む約 2000 種の生

物が生息する自然の宝庫であり、この自然を我々の時

代に破壊するわけには行かない。

・ダム建設は、大規模な環境破壊につながる。

・自然破壊せず環境に配慮したセメントに頼らない治

水対策が 21 世紀の方法。

・ダム建設は自然破壊である。森、水田など豊かな自

然を残してこそ治水の意味、効果がある

・自然や生物多様性の保護という 立場から、ダム建設

は反対である。

ダム事業による何らかの自然環境への影響が不可

避である以上、ダム事業による環境影響を可能な

限り小さくするため、専門家の意見も伺いながら、

回避・低減・代償の観点から周辺の自然環境保全

対策の検討を進めることとしております。

環
境
コ
ス
ト

・環境面への負荷の比較検討がなされていない。

・ダムにより失われる自然物をコスト算入すべし。環境

経済学などの手法を用いて、自然物のコスト化に取り

組んでください。

・現在、環境に関するコスト化の手法は確立されて

おりません。今後、手法が確立されれば、適切に対

応してまいります。

そ
の
他

・ダム上流の流況改善を図るために必要となる建設費・

維持管理費については、砕石業者に応分の負担をし

てもらうよう、協議してはどうか。

・採石法に関する許可を受けており、一定の対策は

既に実施されております。今後、ダム事業を進める

にあたっては、環境対策について、砕石業者と協

議してまいります。

4)地質、断層等に関するもの（18件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

地
質
・
活
断
層
に
つ
い
て

・ダムサイトとダム湖周辺には活断層が存在するなど、

地質に問題がある。

・茨木市車作一帯の地質が活断層であることがあきら

かになっている。

・ダムサイトに馬場断層が通っており、安全に対する構

造的な問題を抱えることになる。

・「有馬‐高槻構造線」に近接しており、これに沿う いく

つかの副断層に囲まれるように立地しており、きわめて

危険である。

・地震動による直接の堤体損壊の危険性のほか、断層

活動による堤体のゆるみや内部亀裂により堤体崩壊の

危険がある。

・地震が心配。

・貯水池を含む広範囲の周辺は大阪層群の地層が連

なっており、透水性が高く 、貯水が出来ないだろう。

・地震大国日本、強震ゾーンに危険なダムを造らない。

今取り組むべきことは、地震に弱い巨大構造物である

ダムを新規に建設することではありません。巨大地震に

備えて、既存の社会インフラを耐震化すべきです。

・ダム周辺の地質やダム本体の安全性・機能面等

については、これまで十分な調査・検討を行う こと

により安全性等を確認しております。（なお安全性

については「第８回大阪府建設事業評価委員会

（平成 17 年 11 月 11 日）」の「府民意見及び府の見

解」にも記載しております。）
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5)流出計算等に関するもの（13件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

基
本
高
水
の
算
定

・基本高水設定にかかる定数等、基礎資料を公開し再

計算すべき。現行基本高水決定時の根拠である S47

は過去の計算値と大きく異なっており、撤退した利水容

量を治水容量に振り替えるための水増し計算としか考

えられない。

・基本高水流量の算定は、具体的な流出計算を示さな

い等大変な手抜きになっており、一から抜本的な見直

し検討が必要である。

・流域平均雨量の選定についても詳細なデータと手順

など示さなければならない。

・相川地点の基本高水流量（1850 ㎥/s）はこの地点の

実績値（観測値）と比べ、余りにも掛け離れた大きな値

であり、この点について一般府民にも分かる丁寧な説

明が必要。

・現行の河川整備計画の策定にあたり河川整備委

員会で慎重にご審議をいただいております。今回、

検証対象ダム事業などの点検にあたって用いた基

礎資料については、適切に情報公開を行っていき

ます。

治
水
目
標

・現時点で直ちに 1/100 の治水安全度を目標とすべき

か？

・治水目標については、大阪府の「今後の治水対

策の進め方」に基づき、検証を行い、時間雨量80 ﾐ

ﾘ程度(1/100)を治水目標とすることで、河川整備委

員会においても確認いただいたところです。

流
出
計
算
に
つ
い
て

・茨木川合流点から上流の河川長さや河川勾配が、安

威川本川と茨木川（佐保川）、勝尾寺川とで大きく異な

るため、両者の基本高水流量を単純合計しているとす

れば過大。

・洪水の到達する時間の差も考慮の上、基本高水

の算出をおこなっております。

・実質上、開発中止となった国文都市（東部地区）を

「市街地」として流出計算しているのは不適切。

・国文都市（東部地区）については、現在、UR が事

業承継に向けて検討中となっております。

・今後、計画の変更があった場合には、その内容も

踏まえて、必要に応じて計画の見直しを行っていき

たいと考えております。

番
田
水
路
に
つ
い
て

・氾濫解析結果（S47 年 80 ミリ／ｈ）で危険度２となる区

域は、実際の地形は少なく とも番田川以東の地域には

拡大しないことは過去の水害で立証されている。

・左岸決壊による氾濫流が番田水路を越え、拡がって

いくものとされています。しかし現実には当該部分の番

田水路に沿って土手が存在し、破堤地点から溢れた氾

濫水が、この土手を乗り越えたり突き破ったりするとは

思えません。

・氾濫シミュレーショ ン結果に示されている氾濫域は、

特に安威川左岸の破堤によるものが過大と思われま

す。シミュレーショ ンだけに頼らず、現地の実情を踏ま

えた検討が必要です。

・ご意見を踏まえ、番田水路の盛土モデルの一部

見直しを実施しました。

・見直し後の氾濫解析の結果、安威川左岸の決壊

による氾濫水が番田水路を越える可能性はあると

考えております。

氾
濫
解
析

・危険度２・３を生じる破堤地点の堤防は余裕高
が 2ｍを超えており、100 年確率降雨流量による
水位を下回る箇所は部分的であり、堤防補強と局
所改修案で安全性はダム案以上に担保される。

・今回の氾濫シミュレーションは、起こりうる破
堤のある１ケースをお示ししたものであり、安
威川は築堤河川であることから、ほぼ全区間
で破堤の可能性があります。
・堤防補強については河川整備委員会にお
いても意見がまとまっておらず、安全性の担保
が確実でないことから、治水計画には見込め
ないと考えております。

超
過
洪
水

・安威川のように人家の密集地を流れる河川に対
しては 1/100 の安全度は適切で、その対策につ
いての検討結果は妥当。むしろこれを超える洪水
への対応も別途検討が必要と考える。

・「様々な降雨により想定される河川氾濫・浸
水の危険性から、人命を守ることを最優先とす
る」という基本理念に基づき、治水手法の組合
せについては、治水施設の整備に加えて「流
出抑制」「耐水型都市づくり」「情報伝達・避
難」の実施が必要と考えております。
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6)事業の進め方に関するもの（6件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

事
業
の
進
め
方
に
つ
い
て

・安威川本川の天井川改善をはじめ、堤防の強化、茨

木川等支川の改修を中心に進めること。

・さまざまな治水対策案に対して、コストをはじめと

する各評価軸で評価しております。あわせて、支川

についても並行して治水目標、治水手法について

評価を行った上で、改修を進めてまいりたいと考え

ております。

・ダムによる治水が緊急性を持ったものでも有効性もな

い中で、土地の買収、村の移転、道路の付替などの附

帯事業を進め既成事実作りを進めてきたことに強い不

信感を持たざるを得ない。

・安威川における治水対策は緊急性かつ有効性が

あるものと考えており、さまざまな治水対策案に対し

て、コストをはじめとする各評価軸で評価しておりま

す。

・これまでも事業再評価の手続きを行った上で、事

業を進めてきており、今回のダム検証も適切に検討

を進めてまいります。

・ダム事業で排出される残土で圃場整備するため、優

良農地を形状変更し工事半ばで中断している状況は

何か。

・ダム事業により農地の形状変更している土地につ

きましては、計画的に圃場整備をすすめてまいりま

す。

・ダム計画決定から 30 年経過しているが、地元地権者

等との調整等に時間をかけて事業推進を図ってきた結

果であり、無駄に進めてきたわけではない。河川管理

者として一刻も早く事業の推進を図り洪水に対する地

域の安全を確保すべき。

・河川管理者として治水効果の早期発現に向け

て、早急に検証結果をとりまとめ、必要な手続きを

経た上で治水対策を進めてまいります。

7)過去の浸水被害に関するもの（3件）

いただいた御意見の概要 いただいた御意見に対する考え方

過
去
の
浸
水
被
害

・S42 年北摂豪雨時の浸水は低地の排水不良によるも

のであり、外水による浸水区域は茨木川、山田川など

の溢水によるもの。

・S42 年の災害は堤防破堤を理由にしているが、それ

はまちがいである。

・S42 年の北摂豪雨における被害は内水、外水の

両方の被害があったと認識しております。

・40 年前（北摂豪雨当時）とは比較にならないほど安威

川流域の人口密度も増加しており、被害が甚大になる

と予測する。

・被害の想定につきましては、現在の資産、人口を

反映して算出しております。
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5.3 検討主体による意見聴取

5.3.1 大阪府河川整備委員会

大阪府では、事業評価委員会としての河川整備委員会を開催し、安威川の治水目標、

治水手法等について審議を行った。

表 5.3.1 大阪府河川整備委員会の経緯

○平成 21年度第4回河川整備委員会（平成21年11月11日）

水道事業者が安威川ダムから利水撤退することに伴う河川整備計画の変更に係る審議

とあわせ、安威川の治水計画、不特定利水計画及び自然環境保全の取り組みについて、

河川整備計画策定後の雨量データ等を追加して検証を行った。

その結果、治水計画と不特定利水計画及び自然環境保全の取り組みについては、変更す

る必要のないことが確認された。

○平成 22年度第4回河川整備委員会（平成22年7月28日）

今後 20～30年間を念頭に、治水目標と治水手法に関する審議を行った。

その結果、治水目標は 100年に 1回程度発生する降雨（日雨量 247mm）に対応すること

となった。治水手法は超過洪水も視野に入れ、堤防天端高までの堤防補強や氾濫原での

対策など、さまざまな組み合わせを検討して、再度説明を行うことになった。

○平成 22年度第6回河川整備委員会（平成22年9月8日）

治水手法について審議を行った。その結果、効果を定量的に評価できない手法につい

ても可能な限り審議を行うものとし、氾濫シミュレーション時の安威川の支川流入条件

等について、質疑があり、継続して審議することとなった。

開催日 委 員

平成 21 年 11 月 11 日

（平成 21 年度第 4 回）

池淵委員、井野瀬委員、佐橋委員、中川委員

久委員、弘本委員、堀野委員

平成 22 年 7 月 28日

（平成 22 年度第 4 回）

山下委員長、石田委員、多々納委員、中川委員

中嶋委員、堀委員、堀野委員、前迫委員、宮本委員

平成 22 年 9 月 8 日

（平成 22 年度第 6 回）

山下委員長、石田委員、多々納委員、弘本委員

堀野委員、増田委員、道奥委員、宮本委員

平成 23 年 3 月 15 日

（平成 22 年度第 10 回）

中川委員、中谷委員、野呂委員、弘本委員

堀委員、堀野委員、前迫委員、増田委員、道奥委員

平成 23 年 3 月 30 日

（平成 22 年度第 11 回）

増田委員長代理、石田委員、多々納委員、中川委員、中谷委員

野呂委員、久委員、弘本委員、堀野委員、前迫委員、道奥委員

平成 23 年 5 月 17 日

（平成 23 年度第 1 回）

堀委員、石田委員、下村委員、多々納委員、田中丸委員

中嶋委員、中谷委員、野呂委員、道奥委員

平成 23 年 7 月 6 日

（平成 23 年度第 2 回）

堀委員、石田委員、下村委員、多々納委員

田中丸委員、中谷委員、野呂委員、道奥委員

平成 23 年 8 月 11 日

（平成 23 年度第 3 回）

堀委員、石田委員、下村委員、多々納委員

田中丸委員、中嶋委員、中谷委員、野呂委員

平成 23 年 9 月 13 日

（平成 23 年度第 4 回）

堀委員、石田委員、下村委員、田中丸委員

中谷委員、野呂委員、道奥委員



5.関係者の意見等
5.3 検討主体による意見聴取

5-11

○平成 22年度第10回河川整備員会（平成23年3月15日）

治水手法及び不特定利水計画について審議を行った。その結果、ダム検証にかかる検

証方針については了承されたが、治水手法及び不特定利水計画については継続して審議

することとなった。

○平成 23年度第11回河川整備員会（平成23年3月30日）

治水手法及び不特定利水計画について審議を行った。その結果、安威川の治水手法は

ダムとして了承された。一方、不特定利水計画については、その必要性について継続し

て審議することとなった。

○平成 23年度第１回河川整備委員会（平成23年5月17日）

不特定利水計画について審議を行った。

また、技術的課題、環境面等について、ダムタイプ（現計画案、利水縮小案、流水型

案）での比較検討をすることとなった。

○平成 23年度第2回河川整備委員会（平成23年7月6日）

ダムタイプの比較検討をするにあたり、技術的検証、環境面等の各評価について、項

目整理を行い、検討の進め方について審議を行った。

○平成 23年度第3回河川整備委員会（平成23年8月11日）

ダムタイプの比較を、技術的検証、環境面等の各評価について審議を行った。

委員意見を踏まえ、次回以降に結論が得られるように検討内容を整理することとなっ

た。

○平成 23年度第4回河川整備委員会（平成23年9月13日）

技術的検証、環境面等での検討結果について審議を行った。

その結果、ダムタイプの比較について、総合的に評価を行い、治水手法並びに不特定

利水容量の確保について、現計画案が妥当と確認された。

ただし環境面については、引き続き環境影響に対する軽減策を検討していくことと

の意見が付された。

この時点で、河川整備委員会としての結論は、

・安威川の治水目標は1/100で了承

・安威川の治水手法はダムで了承

・安威川の正常流量をダムで確保することについて了承

となり、ダム検証に係る審議は終了した。
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5.3.2 関係地方公共団体の長

平成 23年 9月 15日から 26日にかけ、関係地方公共団体（流域５市）の長に対して、

検証結果についての意見聴取を行った。

安威川ダム事業の検証に係る検討報告書（案）に対する意見

① 市 名 大 阪 市

② 代表者名 市長 平松 邦夫

③ 意 見 安威川ダム事業について、本市においては、安威川の左岸に位置

する東淀川区の井高野地域が、安威川が溢水した場合の氾濫想定区

域になっていることから、安威川における水害の危険から住民の生

命・財産を守るためには、本事業の必要性が高いと考えており、今

回の総合評価（案）において、現計画案が妥当であると判断された

ことについて、賛同いたします。

① 市 名 高 槻 市

② 代表者名 市長 濱田 剛史

③ 意 見 本市では、昭和 42年 7月北摂豪雨により、女瀬川が破堤し甚大

な被害を受けたのを契機に、女瀬川及び安威川の全体計画が見直さ

れ、女瀬川とその支流である土室川の洪水流量負荷軽減のため、土

室川を分派し、安威川に合流させる土室川分水路計画が策定され

た。

計画では、３０㎥/sの流量を土室川分水路により、安威川に放流

する事になっている。しかしながら、土室川分水路は平成 3年に完

成したものの、放流先である安威川のダムを含む治水計画が完成し

ていないため、その放流量は、１㎥/sに絞られており、土室川及び

女瀬川の安全性が確保されていないのが現状である。本市として

は、土室川及び女瀬川の安全性向上の実現を図るためにも、安威川

ダム事業を推進し、早期の完成を目指して頂きたい。

① 市 名 吹 田 市

② 代表者名 市長 井上 哲也

③ 意 見 事業の早期着工及び完成を望みます。



5.関係者の意見等
5.3 検討主体による意見聴取

5-13

① 市 名 摂 津 市

② 代表者名 市長 森山 一正

③ 意 見 安威川ダム事業につきましては、平成 23年 9月 13日の第４回大

阪府河川整備委員会におきまして、現計画が妥当との審議結果とな

りましたことは、待ち望んでいた結果であります。また、安威川下

流域に位置する本市では、安威川ダムの完成による治水効果には、

大いに期待するところでもあり早期着工を合わせて強く要望いた

します。

① 市 名 茨 木 市

② 代表者名 市長 野村 宣一

③ 意 見 「現計画案が最適」との大阪府の判断につきましては、流域市で

あり且つ水源地を抱える本市といたしましては高く評価しており

ます。

さて、報告書（案）に関しましては、「利水撤退に伴い不要とな

った新規開発容量の 100万㎥の有効活用」について、治水機能の更

なる向上や安威川の水環境改善のためにも有効な活用方策を見出

し、弾力的な管理運用がなされるよう十分な検討をお願いいたしま

す。

また、併せて情報伝達や避難誘導等減災対策の整備に関しても本

市と協同し、より一層推進して頂くようお願いいたします。

近年は全国各地で異常豪雨による水害の被害が頻発しており、安

威川流域においても何時発生してもおかしくはありません。

そのような危険から住民の生命、財産を守るため一刻も早くダム

本体工事に着手し、早期に完成されることを強く要望いたします。

5.3.3 関係利水者（河川使用者）

平成 23年 3月、関係利水者（安威実行組合、桑原実行組合）の意見聴取を行った。

【管理井堰】

桑原実行組合：奥垣内井堰、向初田井堰、中島井堰

安威実行組合：一の井堰、河原井堰、梅ケ枝井堰

表 5.3.2 灌漑用水に関する意見聴取結果

頂いたご意見の概要

渇水経験 ・時期は正確に覚えていないが、10 年に 1 回くらい渇水がある。

取水調整のル

ール等

・渇水時に一の井堰で全量取水すると、下流の五社、河原、梅ケ枝の各井堰で取水

できなくなるので、それらの堰の管理者が水を分けてもらうよう頼みに来る。

取水への意見 ・農家にとって水は必要。できるだけたくさん貯めてほしい。

・向初田井堰に水がなくなると大変なことになる。
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■決定理由 

【目的別の検討】 

 ・治水の観点からの評価結果 

   淀川水系神崎川ブロック河川整備計画で目標とする、100 年に 1 度発生する洪水を安

全に流下させることを基本として、参考例にある治水方策を基に、安威川ダム以外に

26 の方策を検討し、「洪水対策が可能か」「実現性」「持続性」「被害軽減効果」の観点

等から組合せを含めて５方策を抽出した。 

   抽出した方策「ダム案」「河道改修案」「河道改修＋遊水地案」「河道改修＋放水路案」

「河道改修＋流出抑制案」の 5 案について、「安全度（被害軽減効果）」「コスト」「実

現性」「持続性」「柔軟性」「地域社会への影響」「環境への影響」の 7 つの評価軸によ

り詳細に比較検討を行った結果、現計画案（安威川ダム案）が優位であると評価した。 

 ・流水の正常な機能の維持の観点からの評価結果 

   淀川水系神崎川ブロック河川整備計画で想定している目標と同程度の目標を達成す

ることを基本として、国から示された 13 方策の参考例を基に、安威川ダム以外に 17

方策を検討し、「実現性」「持続性」「効果の定量的評価」の観点から 3 方策を抽出した。 

   抽出した方策「ダム案」「河道外貯留施設（貯水池）案」「ため池利用案」について

「目標」「コスト」「実現性」「持続性」「地域社会への影響」「環境への影響」の 6 つの

評価軸により詳細に比較検討を行った結果、現計画案（安威川ダム案）が優位である

と評価した。 

【安威川ダムの総合的な評価】 

   「治水（洪水調節）」「流水の正常な機能の維持」の目的すべてにおいて優位となる

現計画案（安威川ダム案）が優位であると評価した。 

【費用対効果】 

    「治水経済調査マニュアル（案）平成 17 年 4 月」に基づき、費用対効果分析を行

った結果、B/C が 17.53 となり、事業の投資効果を確認した。 

【対応方針】 

 「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って、治水・利水

両面から総合的に評価した結果、最も優位である現計画（安威川ダム）を継続して

事業を進める。 

 

  

■対応方針 

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」に沿って検討した結果、 

安威川ダム事業を継続実施する。 


